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開会 午前１０時００分 

○事務局長（庄野勝政君） 御起立願います。 

 おはようございます。 

 次に、８月３日に逝去されました故山本厚一議員の生前の御功績に敬意を表するとと

もに、御冥福をお祈りし、黙禱をささげたいと思います。 

 黙禱。 

（黙  禱） 

○事務局長（庄野勝政君） 黙禱を終わります。 

 引き続き、町民憲章を斉唱いたします。 

 一つ、みんなで力を合わせ、ひろく産業をおこし、豊かな町を育てましょう。 

 一つ、みんなで教養を深め、たくましい心と体をつくり、北方文化のかおり高い町を

育てましょう。 

 一つ、たがいにむつみ、助けあい、だれもが生きがいをもてるあたたかい町を育てま

しょう。 

 一つ、たがいにきまりを守り、よい習慣をつくり、平和で明るい町を育てましょう。 

 一つ、恵まれた自然を生かし、住みよい環境をつくり、美しい町を育てましょう。 

 お座りください。 

──────────────────────────────────── 

◎開会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） ただいまから、令和元年陸別町議会９月定例会を開会します。 

──────────────────────────────────── 

◎諸般の報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） これから、諸般の報告を行います。 

 議会関係諸般の報告については、諸般報告つづりのとおりでありますので、御了承願

います。 

──────────────────────────────────── 

◎町長行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 町長から行政報告の申し出があります。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 ７月１２日第３回臨時会以降本日までの行政報告を申

し上げます。 

 お手元にお配りしております書面のとおりの内容でありますが、書面の中から２件御

報告申し上げます。 
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 １件目は、カナダ・ラコーム市訪問団の来町に伴う歓迎事業についてであります。 

 ７月２４日から７月２８日までの５日間、マリン・マクエステン陸別友好の会会長を

団長とする一行６名が当町を訪れました。訪問団を迎えるに当たり、浜田陸別中学校校

長を実行委員長とするラコーム市訪問団歓迎実行委員会を設置して、おもてなしに万全

を期したところであります。 

 ２４日、訪問団の皆様は、夕方陸別町に到着し、役場庁舎２階ホワイエにおいて歓迎

セレモニーを行い、事前に引き受けを申し出ていただきました３軒のホームステイ先へ

向かいました。２５日は、町内の体験メニューを用意し、銀河の森天文台の見学、保育

所では園児と交流し、給食を一緒に食べました。また、陸別鉄道の運転体験や郷墨会の

協力のもと、書道の体験をしていただきましたが、皆さん大変喜ばれておりました。２

６日はあいにくの天気ではありましたが、阿寒湖、摩周湖、硫黄山などの道東観光を行

いました。２７日は、午後４時からタウンホールにおいて、さよならパーティーを開催

し、実行委員会からは、訪問団陸別友好の会へのプレゼントを手渡し、ラコーム市から

は新しい史記が贈られました。パーティー終了後、商工会青年部による屋台村に出向

き、町民の皆さんと和やかに交流されておりました。２８日に宿泊先のオーロラハウス

から女満別空港経由で帰国されたところであります。 

 ２件目は、農産物生育状況についてであります。 

 令和元年８月５日に実施した農業関係機関合同による作況調査及び令和元年９月１日

現在の十勝農業改良普及センター十勝東北部支所及び北海道糖業株式会社本別製糖所調

べによる農作物生育状況について報告いたします。 

 ６月以降の気象の経過について、６月から７月にかけて気温はほぼ平年並みに推移

し、７月下旬から８月上旬にかけて高温の日が続く日もありましたが、８月８日以降は

平年よりも低く推移しました。日照時間は平年より少なく、降水量は７月は平年よりも

少ない状況でしたが、６月、８月は平年より多い状況でした。 

 秋まき小麦については、乳熟期で平年より３日、成熟期で平年より７日早い状況でし

た。収穫作業は８月に入ってから行われましたが、高水分であったことと、降雨もあ

り、一時中断しました。陸別町農協取り扱い分の３１.０７ヘクタールについては、８月

６日で収穫が終了し、１０アール当たりの収量は９.９７俵となりました。 

 サイレージ用トウモロコシは生育は順調で、８月の高温により熟期は進み、乳熟期で

９日ほど早い状況です。牧草については、２番牧草の収穫は平年よりも４日早く、８月

２１日に始まりました。その後は降雨が続いており、収穫作業はやや停滞している状況

です。 

 てん菜については、７月は干ばつと記録的な猛暑に見舞われましたが、８月の盆前後

の降雨で干ばつは解消しています。生育は平年より良好な状況となっており、茎葉が

しっかりしていることから、今後の根部肥大に期待ができると思われます。８月以降高

温多湿条件となっていることから、防除に入れなかった圃場でかっぱん病等のほか、虫
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の多発性により食害が発生しています。今後も防除の徹底が必要となっております。 

 以上で、行政報告を終わらせていただきます。 

 なお、お手元にお配りしております事業、業務、工事等発注一覧表につきましては、

後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上で、行政報告を終わります。 

──────────────────────────────────── 

◎教育関係行政報告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 次に、教育長から教育関係行政報告の申し出があります。 

 有田教育長。 

○教育長（有田勝彦君）〔登壇〕 ６月定例会以降本日までの主な教育関係の行政報告

を申し上げます。 

 書面の中から１点御報告をいたします。 

 ８月２５日、第５２回町民スポーツレク大会を好天のもと、１２チーム、約３６０名

の参加によりまして開催をいたしました。８種目の競技に大きな声援が起きる中、熱戦

が繰り広げられ、農村連合チームがチームワークのよさを発揮して、一昨年以来３回目

の優勝を果たしました。残念ながら閉会式は、直前の急な雨によりまして、表彰式等を

取りやめ、成績発表のみとさせていただきました。終了後、各チームにおかれましては

祝勝会や慰労会など開催され、地域の親睦と交流が深められたところであります。 

 以上で、教育関係の主な行政報告を終わります。 

○議長（本田 学君） これで、行政報告を終わります。 

 ただいまの報告に係る一般質問の通告は、本日午後５時までに提出してください。 

──────────────────────────────────── 

◎開議宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） これから、本日の会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１ 会議録署名議員の指名を行います。 

 会議録署名議員は、２番三輪議員、３番久保議員を指名します。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第２ 会期の決定の件 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第２ 会期の決定の件を議題にします。 

 本件については、９月６日に議会運営委員会を開催し、本定例会の運営について協議
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しておりますので、委員長より報告を求めます。 

 多胡委員長。 

○６番（多胡裕司君）〔登壇〕 令和元年陸別町議会９月定例会の運営について、９月

６日に開催いたしました議会運営委員会において慎重に協議しましたので、その結果に

ついて御報告いたします。 

 今定例会において、町長から事前に配付のありました議案は、専決処分の承認１件、

委員の選任３件、委員の任命１件、条例関係１０件、補正予算５件、決算認定７会計の

合わせて２７件です。議会関係では、一般質問４名、意見書案１件、発議案１件及び委

員会の閉会中の継続調査についてを予定しております。 

 会期につきましては、議案の件数、内容等を総合的に勘案し、協議の結果、お手元に

お配りしております予定表のとおり、本日から９月２０日までの１１日間とし、９月１

３日から１７日までの５日間は休会とすることに決定をいたしました。 

 なお、急を要する案件が生じた場合につきましては、休会中に会議が開催されること

もあり得ますので、御理解をお願いいたします。 

 また、９月１２日につきましては、予備の日とし、予定表のとおり議事が進行しな

かった場合に限り、会議を開くことに決定をいたしました。 

 次に、議案の一括議題についてでありますが、議事の能率化を図る上から、提案理由

が同一のものなどについては一括して行うことにいたしました。 

 まず、議案第４６号から第４９号までの条例の改正４件と議案第５４号から５８号ま

での令和元年度会計補正予算５件及び議案第５９号から議案第６５号までの平成３０年

度各会計決算認定７件を、従前の例と同様に提案理由の説明をそれぞれ一括して受ける

ことにいたしました。 

 なお、平成３０年度の各会計認定につきましては、会期前半の１１日までに提案理由

の説明、監査委員への質疑までを行った後、休会を設け、質疑等の採決は９月１８日に

行うことにしております。 

 以上のとおりでありますので、議員各位におかれましては特段の御理解と御協力をお

願い申し上げ、報告といたします。 

○議長（本田 学君） お諮りします。 

 本定例会の会期は、ただいま議会運営委員長からの報告のとおり、本日から９月２０

日までの１１日間としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、会期は、本日から９月２０日までの１１日間とすることに決定しまし

た。 

 次に、お諮りします。 

 一括議題等、会議の進め方については、議会運営委員長の報告のとおりに行うことに
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御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認め、そのように行うことに決定しました。 

 次に、お諮りします。 

 週休日及び諸般の事情のため、９月１３日から９月１７日までの５日間は、特別の事

情が生じない限り、休会としたいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、９月１３日から９月１７日までの間は休会とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第３ 議案第３９号専決処分の承認を求めることについて 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第３ 議案第３９号専決処分の承認を求めることについて

を議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第３９号専決処分の承認を求めることについてで

すが、陸別地区簡易水道配水管の漏水復旧を行うために必要な予算を補正する必要が生

じましたが、議会を招集するいとまがないと認めまして、専決処分をしたところであり

ます。 

 その内容につきまして、議会に報告し、承認を求めるものであります。 

 内容につきましては、副町長から説明させたいと存じますので、御審議のほどよろし

くお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、私のほうから説明をさせていただきます。 

 議案の説明の前でありますが、本日、補正予算の資料といたしまして、議会より追加

資料の要求がありましたので、本日、追加提出しております。お手元に配付済みかと思

いますので、後ほどごらんをいただきたいと思います。 

 それでは、議案第３９号について説明をさせていただきます。 

 議案集の３ページをお開きください。 

 令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）。 

 令和元年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ３６７万１,０００円を追加

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,３１０万８,０００円とする。 
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 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、事項別明細書７ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 ２款施設費１項施設管理費１目施設維持費１３節委託料ですが、管路等修繕３６７万

１,０００円であります。これは６月の議会で補正の議決をいただきましたトマム地区の

漏水調査によりまして、漏水箇所が判明し、早急に管の改修が必要となったため必要な

経費を計上したものであります。 

 漏水箇所につきましては、資料ナンバー１、それから、本日配付の議会から要求のあ

りました追加資料のナンバー１に位置図をつけておりますので、ごらんいただきたいと

思います。 

 ８月１９日に専門業者によりまして、上流部の第１号幹線配水管路におきまして漏水

箇所が発見されました。発見時には、トマム地区の配水量の約半分が漏水しておりまし

て、そのままでは、下部の９割の受益者に影響するおそれがありましたので、専決処分

により対応させていただいたところであります。 

 復旧工法につきましては、仮設配管によりましてバイパスをつくり、断水をさせずに

破損箇所を交換しております。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、６ページをごらんください。 

 ６ページ。１、歳入。 

 ５款繰越金１項繰越金１目繰越金１節前年度繰越金であります。３６７万１,０００円

の計上であります。歳出と同様の補正予算となっております。 

 以上で、議案第３９号の説明を終わります。 

 以後、御質問によりお答えをしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） これから、議案第３９号専決処分の承認を求めることについ

て、令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）の質疑を行います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正全般についてを行います。 

 事項別明細書は、６ページから７ページまでを参照してください。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） ただいま副町長から説明ありましたトマム地区の平成３０年度

の有収率が大きく下がったということで、６月の補正で漏水調査を実施し、その結果に

基づいて対応されたということでありますが、漏水の原因が特定されているのかどう

か、まずこれが１点であります。 

 それから、今回の補正額についてでありますが、財源としては、平成３０年度決算に

おいて４１７万１,０００円余りの繰越金の発生が見込まれたと。そのうちの当初予算で
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は、歳入として既に５０万円の繰越金を予算化しておりますので、その差額の３６７万

１,０００円の全額を管路等修繕委託料の一部に充てるということなのかと。これは、ほ

かに当初予算で１３９万４,０００円の既定予算がありますので、実際の工事費は３６７

万１,０００円ではなくて、その一部ということなのか、あるいはたまたま工事の必要額

と繰越金の差額の３６７万１,０００円が、つじつまが合ったのかということをお伺いい

たします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） ただいま御質問のありました、まず、今回の漏水におけま

す原因の部分でありますが、漏水した箇所につきましては、トマム地区の第１号幹線配

水管ということで、ここにつきましては塩ビ管を使用しておりました。破損の状況とし

ましては、継ぎ手部分におきまして２０センチほどのひび割れが生じておりました。管

路につきましては、平成１０年に施工された箇所でありまして、一般的にこの管種であ

れば４０年の耐用年数と言われております。 

 これまでも何回か漏水の事故の箇所におきまして、現地を掘削した際に大きな石とか

があったことによって、こういった堅石がひび割れの原因だったのではないかというこ

とで検証できる部分があったのですが、今回の部分については、掘った際、そういった

ような石が見受けられることがありませんでした。 

 これは推測ですけれども、この管種につきましては、いわゆる耐震管と言われるよう

なものではないものですから、施工されてから２０年間の中で地震等々が発生した、そ

ういった揺れとか地殻変動等によって、少しずつひびが入ってきたものが今回の漏水に

つながったのではないかなというふうな推測でおります。原因については、担当課とし

ては、そういったような推測をしております。 

 続きまして、予算のほうにつきましては、先ほど議員のほうからお話ありましたとお

り、既定予算で、もともとそういった事故等が発生した場合のお金としまして、予算

を、既定額１３９万４,０００円を見させていただいております。今回、漏水箇所が発見

した部分のお金と、これまで執行した分、また今後の見込み分を精査した結果、今回の

必要額に至ったのと、たまたま繰越額が同額になったというような状況であります。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） この３６７万１,０００円がたまたま同額になったという説明

で、それは了解いたしました。 

 それで、繰越金の組み入れの時期のことなのですが、今回の専決処分では、８月１９

日になるのだろうと思います。繰越金の取り扱いなのですが、今回、補正予算が提案さ

れております簡易水道事業会計を含めて５会計、このうち簡易水道事業と、それから介

護保険事業勘定特別会計のみが繰越金を歳入に組み入れております。一般会計を含むほ

かの３会計については、そのようになっていないということでありまして、地方自治体
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などの公会計についての地方自治法とか地方財政法などの解釈は承知しておりません

が、決算認定とは関係なく、出納閉鎖期間を過ぎて、繰越金の額が判明した段階で、必

要な時期に必要な額を歳入に組み入れて歳出に充てられると、そのような仕組みになっ

ているのかお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） 議員のお見込みのとおりでございます。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今、さきの議員が質問した点で、よくわかったのですけれど

も、あそこは、陸別町における直接的な太い管というのか、本管というのかよくわから

ないけれども、トマム地区の農村地帯に行くのと二つあるような気がするのです。今の

お答えでは、トマム方面ということで理解していいのか、町に来ている大きい太い管で

はないのかなということと。 

 それから、原因について今、説明もあったわけなのですけれども、早いうちからそう

いう漏水箇所があったのかなと思う面もあるし、５０％ということであれば、相当水圧

が下がっていると思うのです。そういった面についての原因究明を早期に発見できな

かった反省点がありましたらお願いします。 

 それから、もう既に専決処分されているので、工事は完成しているのかなと思う面は

あるのですけれども、一応何月何日から何日ぐらいの工期で行われたのか、その辺につ

いて御説明願います。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 今の議員の御質問につきまして、まず、今回の漏水の起き

ました管路につきましては、浄水場からトマム地区への給配水をするための配水管に当

たります。町のほうに送られる送水管とはまた別な管になります。 

 今回の量についてなのですが、前回、調査費の補正予算をさせていただいたときの有

収率で説明させていただいた際に、平成２９年の部分と平成３０年の部分で有収率が下

がってきているというような状況が判明し、ことしになってから、春先からいろいろと

調査を直営も含めまして行ってきているのですが、なかなか特定に至れなく、先だって

補正をさせていただくような状況になりました。 

 この間に、水量の推移なのですけれども、漏水直前までに、これは夜間、一番水が使

われない時間帯が一番の配水流量として小さくなるわけなのですが、この部分が１時間

当たり１３.８トン出ておりました。復旧後に、直近で調べた際には、深夜の時間帯での

量が３.２トンということで、１０立方メートルほど減るような状況でありました。この

３.２トンというのが、先ほど言っていました平成２９年度の有収率７０何％を要してい

た時期の配水流量に下がったということで、この辺については、今回の箇所が大方漏水
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箇所の一端だったのではないかというふうに推測されます。 

 工事時期につきましては、設計のほうを行いました後、業者の契約を２３日に行いま

して、その後、工事着手が２６日から行われ、２９日までに業務が完了したということ

で報告を受けております。実際の現場での作業につきましては、２７日に仮設管等の切

り回しを行いまして、施工してきております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

 ６番多胡議員。 

○６番（多胡裕司君） 今大体大まかわかったのですけれども、６月定例会において、

夜間においての調査をするということで、漏水箇所の特定に至ったわけなのですけれど

も、初めて漏水箇所を特定したときに、多分ちょうど温泉スタンドの真向かいだと思う

のですけれども、ここ辺は山林地帯なので、ここら辺がどういう状況にあったのか、ま

た、２０センチほどの亀裂があったということで、それが町配水に流れ出ていたのか、

どんな形であったのかという現状を教えていただきたいのと同時に、今、課長のほうか

らあったのですけれども、平成２９年度の有収率は７３.２％で、平成３０年度が６８％

と、急激に落ちているということで、恐らくここが悪さをしていたのではないかと思っ

て、有収率も上がると思うのですけれども、果たしてこういうことが今後起きるのか、

起きないのか。また、同じ管を使っている箇所が何カ所、継ぎ手ですから相当あると思

うのですけれども、今後の対応策ですとか、例えば有収率をもっと上げなければ、１０

０％に近づけば近づけるほどいいと思うのですけれども、どういう形で今後考えていく

のか、４０年以上たっている町水道を今後どういう形で目指していくのか、そこら辺も

お願いいたします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） まず、漏水の状況につきましてですが、ここにつきまして

は、調査区間を絞りまして、最終的に人間による踏査で発見したわけなのですが、なか

なか見つけられないものが見つかったときには、こういう形なのかという形で、実はた

またま管が若干折れる、曲点の部分になるようなところでありまして、そこの部分に曲

点交という標識を立てておりました。その標識の根元のところから少し湧き出るような

形で漏水が出ておりました。ここの部分については、ちょうど川が少し蛇行していて、

もともと管路の近くのほうに川が来ていたものですから、その抜け水が道路側に来るの

ではなく、ほとんど川のあった流れのほうに染み出ていたというような状態で、道路脇

のところの側溝に出ているような状況ではありませんでした。なかなか、正直言って見

つけづらかったのかなというふうに思います。そのような状況です。 

 漏水の今後の対策も含めての話になりますが、今回の塩ビ管につきましては、今手元

で管種ごとの延長が、大体簡易水道の管路としましては、全てで８万２,０００メートル

ほどあります。これは配水管ですとか川から施設に送り込む導水管、また、先ほど言い
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ました浄水場から陸別市街地へ、配水池まで送るための送水管、三つ合わせた総合計に

なります。これらの管につきまして、先ほどちょっとお話ししました耐震的な要素の管

路がどれだけあるかというと５％弱にしかならないような状況です。近年の道路工事な

んかも含めました中での管路の整備につきましては、いわゆる耐震管に相当する管種に

変えるようにはしてきておりますが、正直言ってまだごくわずかな量でしかありませ

ん。近年はどちらかというと水道施設の更新工事のほうが主となってきておりますが、

そういったものが落ちついてきましたら、管路についても少しずつ整備、見直しを進め

ていかなくてはいけないのかなというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第３９号専決処分の承認を求めることについてを採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり承認することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第３９号は、原案のとおり承認されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第４ 議案第４０号公平委員会委員の選任について 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第４ 議案第４０号公平委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４０号公平委員会委員の選任についてですが、

現委員のうち２名が令和元年９月３０日をもって任期満了となりますので、議会の同意

をいただき、選任しようとするものであります。 

 現委員の三好悟氏を引き続き選任したいと考えております。 

 住所は、陸別町字陸別基線３１４番地。生年月日は、昭和２５年１月１６日生まれの

満６９歳であります。 

 三好氏は、道立足寄高等学校を卒業後、北海道簿記専修学校へ進学しております。三

好氏は人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、
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これまでの経験をぜひ生かしていただき、手腕を発揮していただくことが望ましいと考

えております。 

 三好氏は、平成１９年から公平委員を務められ、現在３期目でございます。ぜひ御同

意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定より討論を省略し、これから議案第４

０号公平委員会委員の選任についてを採決します。 

 この採決は起立によって行っています。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４０号は、同意することに決定しました。 

 次の議題に入る前に暫時休憩し、地方自治法第１１７条の規定によって、中村議員を

除斥したいと思います。御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、中村議員を除斥することに決定しました。 

 中村議員の退場を求めます。 

 暫時休憩します。 

（中村佳代子君 退場） 

 

                           休憩 午前１０時３８分 

                           再開 午前１０時３９分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第５ 議案第４１号公平委員会委員の選任について 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第５ 議案第４１号公平委員会委員の選任についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４１号について御説明申し上げます。 

 さきの議案同様、令和元年９月３０日をもって任期満了となります公平委員につきま

しては、議会の同意をいただき、選任しようとするものであります。 
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 現委員の中村昇道氏を、引き続き選任したいと考えております。 

 住所は、陸別町字陸別東１条２丁目１１番地３。生年月日は、昭和４３年２月１７日

生まれの満５１歳です。 

 中村氏は、道立帯広三条高等学校を卒業後、北海学園大学へ進学しております。 

 中村氏は、温厚にして、人物、識見とも申し分のない方であり、人格も高潔であると

考えております。 

 中村氏は、平成２３年から公平委員を務められ、現在２期目でございます。ぜひ御同

意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで、質疑を終わります。 

 陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定より討論を省略し、これから議案第４

０号公平委員会委員の選任についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行っています。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４１号は、同意することに決定しました。 

 暫時休憩します。 

（中村佳代子君 入場） 

                           休憩 午前１０時４１分 

                           再開 午前１０時４２分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第６ 議案第４２号固定資産評価審査委員会委員の選任について 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第６ 議案第４２号固定資産評価審査委員会委員の選任に

ついてを議題といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４２号固定資産評価審査委員会委員の選任につ

いてですが、現委員のうち１名が令和元年９月３０日をもって任期満了となりますの

で、議会の同意をいただき、選任しようとするものであります。 

 現委員の依田美寛氏を引き続き選任したいと考えております。 

 住所は、陸別町字ウリキオナイ６番地６９。生年月日は、昭和２９年５月１６日生ま

れの満６５歳です。 
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 依田氏は、昭和４８年３月に道立帯広農業高等学校を卒業後、家業である酪農業を一

昨年まで営み、その経営手腕は地域の模範となるところでありました。 

 依田氏は、人物、識見ともに申し分のない方であります。 

 依田氏は、平成１９年から固定資産評価審査委員会委員として御尽力いただいており

まして、現在４期目でございます。ぜひ御同意を賜りたく、よろしくお願い申し上げま

す。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定より討論を省略し、これから議案第４

２号固定資産評価審査委員会委員の選任についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行っています。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４２号は、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第７ 議案第４３号教育委員会委員の任命について 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第７ 議案第４３号教育委員会委員の任命についてを議題

といたします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４３号教育委員会委員の任命についてですが、

現委員のうち１名が令和元年９月３０日をもって任期満了となりますので、議会の同意

をいただき、任命しようとするものであります。 

 現委員の石橋勉氏の後任に後藤和美氏を任命しようとするものであります。 

 住所は、陸別町字陸別東１条１丁目１３番地１。生年月日は、昭和４３年４月３０日

生まれの満５１歳です。 

 後藤氏は、帯広調理師専門学校を卒業後、帯広市内のホテルなどで調理員として勤

務、平成４年から町内の料飲店の森田屋で勤務した後、平成９年からはその森田屋を引

き継ぎ、現在、店主としてお店を営んでおられます。 

 後藤氏は、平成１９年度に陸別小学校ＰＴＡ会長、平成２２年度に陸別中学校ＰＴＡ

会長を務められるとともに、いずれの年度もＰＴＡ連合会長として御活躍されました。 

 後藤氏は教育に熱心な方であり、人物、識見とも申し分がなく、人格も高潔と考えて

おります。ぜひ御同意を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 
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○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 陸別町議会の運営に関する基準第９９条の規定により、討論を省略し、これから、議

案第４３号教育委員会委員の任命についてを採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、これに同意することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 

 したがって、議案第４３号は、同意することに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第８ 議案第４４号陸別町特定教育・保育施設及び特定地域型 

      保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例                          

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第８ 議案第４４号陸別町特定教育・保育施設及び特定地

域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４４号陸別町特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例ですが、特定教育・保育施

設及び特定地域型保育事業の運営の基準の一部を改正する内閣府令が公布されたことに

伴いまして、所要の改正を行おうとするものであります。 

 内容につきましては、保健福祉センター次長から説明させたいと思いますので、御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） それでは、議案第４４号陸別町特定教育・保

育施設及び特定地域型保育事業の運営の基準に関する条例の一部を改正する条例の説明

をさせていただきます。 

 この条例は、平成２４年８月に成立した子ども・子育て関連三法に基づきまして実施

される幼児期の学校教育・保育の総合的な提供や地域の子ども・子育て支援の一層の充

実、待機児童の解消等を目指した子ども・子育て支援新制度によりまして、平成２６年

９月定例会で御承認いただきまして、制定したものでございます。 

 その定例会の席でも説明をさせていただきましたけれども、この運営基準につきまし

ては、法によりまして、各自治体で整備しなければならないものではありますが、対象

となるのがあくまでも認定保育園、幼稚園、認可保育所等でありまして、現在、陸別の

運営する保育所、いわゆる陸別保育所は認可外保育所でありまして、この基準に適合し
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なければならないというものではございませんので、条例の説明につきましては、ごく

簡単に概要の説明のみとさせていただきますので、よろしくお願いします。 

 条例、議案集では１２ページから２１ページ、議案説明書では２の１から２の２６ま

でということで、ボリュームがありますけれども、概要としては大きく３点でございま

す。 

 お手元の資料ナンバー２－１をもとに説明をさせていただきますので、よろしくお願

いします。 

 一つ目ですけれども、形式的整理ということで、略称の変更があります。ちょっと縦

横見づらいのですけれども、２－２を見ていただくと、新旧対照表がございますけれど

も、ずっと後のほう全部、ほとんどがこの用語の変更になりますが、「支給認定」、

「支給認定保護者」、「支給認定子供」という旧条例の名称が「教育・保育給付認

定」、「教育・保育給付認定保護者」、「教育・保育認定子供」というような表現に変

わっているというものが第１点でございます。 

 それから、用語の定義として、新設された用語がございますが、こちらは２－２、

ちょっと見づらいですけれども、第２条の１１号の後に、１２号から１６号までを新設

して載せてございます。 

 それから、条項ずれの整理ということで、例えば説明資料２－８の第１４条のところ

には、括弧書きで引用条文、法第２８条第１項云々とありますけれども、新しい条例で

は、引用条文が「法第２７条第１項」ということで、法律自体の一部改正の部分の変更

ということで改正をさせていただいております。 

 二つ目は、資料の中段に書いてございますけれども、連携施設の確保義務の緩和及び

免除ということでありますが、(１)、(２)あたりでいくと、例えばゼロ歳から２歳まで

を保育している事業所がありましたと、ありますけれども、２歳過ぎたら、３歳になっ

たら保育しませんということではだめですと。それ以降の連携施設をきちんと確保しな

さいというものがもともとあったのでございますが、そこの連携施設に認可保育所だと

か認定保育園、認定こども園以外のところも認めましょうということで、規制の緩和を

しているというものであります。 

 (３)に書いてあるのは、陸別ではありませんけれども、例えばＡ建設という建設会社

で事業所内で子供を預かっていますと、ゼロ歳から２歳まで。連携施設は持たないで、

自分のところで３歳になっても見ますと、４歳になっても見ますということであれば、

連携施設は持たなくてもいいですということの免除をしているというものでございま

す。 

 (４)の経過措置の５年延長というのは、連携確保がなかなか進んでいないということ

がありまして、もともと５年間という猶予期間をさらに５年延長したというものであり

ます。 

 ３番目の食事の提供に要する費用の取り扱いの変更でございますけれども、支給認定
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区分によって異なる食材料費の負担の取り扱いを変更して、副食費の提供に要する費用

について保護者から支払いを受けることが費用とするということでございますが、具体

的には、今現在、陸別保育所は関係ないのですが、３歳児から５歳児までの保育所での

取り扱いは、保育所は、主食いわゆる御飯、パン等につきましては実費で徴収すると。

それから副食費いわゆるおかずは、利用料の一部として徴収しているというものであり

ますが、一方で幼稚園はどちらも実費で徴収しているという部分がございます。利用

料、保育料で取っている保育所、ここが無償化されると、幼稚園との不公平が生じると

いうことがありまして、給食費自体は無償化の対象外でございますので、副食費の徴収

できるという規定を設けたというものでございます。 

 いずれにしましても、先ほども申し上げておりますけれども、現状、陸別保育所の運

営上何ら影響のあるものではありません。制度上整備しておかなければならないという

もので、国の基準にのっとって整備するものであります。 

 内容については、非常に雑駁でありますが、以上とさせていただきまして、議案集２

１ページをごらんください。条文の朗読も省略させていただきまして、附則を定めてお

りますので、附則を読み上げさせていただきます。 

 附則、この条例は、令和元年１０月１日から施行するというものであります。 

 以上で、説明を終わらせていただきます。以後、御質問によりお答えしてまいります

ので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これが終わります。 

 これから、議案第４４号陸別町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営の

基準に関する条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４４号は、原案のとおり可決されました。 

 １１時１０分まで休憩します。 

                           休憩 午前１０時５６分 

                           再開 午前１１時１０分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 
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◎日程第９ 議案第４５号陸別町へき地保育所条例の一部を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第９ 議案第４５号陸別町へき地保育所条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４５号陸別町へき地保育所条例の一部を改正す

る条例ですが、子ども・子育て支援法の一部改正等により、幼児保育の無償化が実施さ

れることに伴いまして、陸別保育所の保育料の改定及び文言の整理を行うため、所要の

改正を行うとするものであります。 

 内容につきましては、保健福祉センター次長から説明させたいと思いますので、御審

議のほどよろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 議案第４５号陸別町へき地保育所条例の一部

を改正する条例の説明をさせていただきます。 

 まずは、お手元の資料集をごらんください。資料ナンバー３－１からありますが、資

料ナンバー３－１が一部改正のポイントをまとめたものでございます。基本的にこちら

で説明をさせていただきます。 

 なお、資料ナンバー３－２から３－４は新旧対照表となっておりますが、中身は、保

育料の無償化と、それに伴う減免規定だとか納付方法の事柄ですので、後ほど御参照い

ただければと思っております。 

 また、今回の改正にあわせて、一部文言の修正も行っています。これは後ほど条例本

文で説明をさせていただきます。 

 それでは、資料ナンバー３－１。 

 まず、上段では、本改正の根拠となる子ども・子育て支援法の一部を改正する法律の

趣旨、概要を記載してございますが、ちょっと読み上げます。 

 「我が国における急速な少子化の進行並びに幼児期の教育及び保育の重要性に鑑み、

総合的な少子化対策を推進する一貫として、子育てを行う家庭の経済的負担の軽減を図

るため、市町村の確認を受けた幼児期の教育及び保育等を行う施設等の利用に関する給

付制度を創設する等の措置を講ずる」ということを根拠としております。 

 ・の一つ目、子育てのための施設等利用給付の創設、こちらは今、陸別町には直接関

係ございませんけれども、対象施設等を利用した際に要する費用の支給ということ、そ

れから支給要件、以下のいずれかであって、市町村の認定を受けたもの、３歳から５

歳、ゼロ歳から２歳の非課税世帯で、かつ保育の必要性があるという規定。それから、

費用負担については、国が２分の１、都道府県が４分の１、市町村が４分の１というこ

とでありまして、※にあります、令和元年度に限り、地方負担分について全額国費にて
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補塡とありますが、要は道の分と市町村の分、今年度に限りまして国が負担しますとい

うことを記載させていただいております。 

 ・の二つ目、子ども・子育て支援給付の・の一つ目、こちらが陸別町条例の根拠とな

りますが、子供のための教育・保育給付で法施行令の改正によって、利用者負担をゼロ

にということであります。それから、子育てのための施設等利用給付新設、これは先ほ

どの・の一つ目のほうの記載です。 

 上記の、これによって、幼稚園、保育所、認定こども園などの利用者負担を全て無償

化しようというのが国の考え方であります。 

 陸別町の保育所条例の説明は、その下の陸別保育所の保育料について(町独自の上乗せ

助成により無償化)とありますが、この上乗せ助成も含めての無償化ということで読み取

りください。 

 法の改正によって、３歳児から５歳児が無償化、２歳児、陸別で言えば未満児、ひよ

こ組ですけれども、こちらについても住民税非課税世帯については全て無償化となりま

す。 下の表、二つございます。上の表が現行制度、下が改正後という提案でございま

すけれども、陸別の場合は細かい所得区分を設けておらず、生活保護法による被保護世

帯、それから住民税非課税世帯、住民税課税世帯の３区分しかございませんで、それぞ

れ２歳児と３歳児以上の保育料を表のとおり規定してございます。太枠で囲っている部

分、いわゆる住民税課税世帯の２歳児を除く部分が無償化対象となりますので、改正後

の下の表で、全て免除もしくはゼロ円というふうに記載しております。 

 住民税課税世帯の２歳児の保育料につきましては、町の施策として、子ども・子育て

支援施策としての独自施策として、ゼロとしたいということです。これによって、全て

の世帯を無料とするという考え方でございます。 

 議案集２２ページをごらんください。議案を読み上げます。 

 陸別町へき地保育所条例の一部を改正する条例。 

 陸別町へき地保育所条例の一部を次のように改正する。 

 第４条第１号の表中、「要保護児童」を「要保育児童」に改める。こちらが文言の修

正をあわせて行いたいものでございます。 

 以降が今回の法改正に基づく改正でございます。 

 第７条を次のように改める。 

 保育料。 

 第７条、保育料は無料とする。 

 第７条の２、第８条の前の見出し及び同条から第１０条まで、「第１１条並びに第１

２条」を削り「第１３条」を「第８条」とし、「第１４条」を「第９条」とする。「別

表を削る」というものであります。こちらは、保育料が無料となることによって、それ

に関連する条文を削除するというものでございます。 

 附則を定めております。 



― 21 ― 

 施行期日、１、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、２、この条例の施行日前において納付すべき保育料及び免除された保育料

については、なお従前の例によるというものであります。 

 以上で、議案第４５号の説明を終わらせていただきます。以後、御質問によりお答え

してまいりますので、御審議のほどよろしくお願いします。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 １番中村議員。 

○１番（中村佳代子君） 保育料を２歳児も無償化するということで、これは１０月か

らの増税で、国が行う施策の一つだと思うのですけれども、国もこれから子育てに力を

入れていくと思っております。 

 今、話題になっています。今、終盤を迎えました「なつぞら」でも、なつが子供がで

きて、子供を預けるところが見つからなくて、夫が１年間子供を見て、奥さんが働く。

そして１歳になって保育所を探すけれども、保育所を全て落ちたというせりふも出てく

るぐらい、国も子供の保育に関しては一生懸命やるつもりでいると思って、そういうせ

りふも入れたと思っております。そして、なつはその後、保育所は、１歳になっても見

つからずに、今、陸別町が行っているような保育ママに預けて、２歳から無事保育所に

行くというストーリーでしたけれども、昭和４０年代初期の話です。 

 陸別町はまだ２歳児からの預かりで、ドラマのように１歳児からはまだ預けられない

ので、５０年前とは余り変わっていない保育の状況であると思うのですけれども、それ

でも今回、２歳児が無償になるということで、２歳児ですけれども、入所の条件とか

は、特に３歳児と２歳児の決まりは記載されていないのですけれども、今後、無償化に

なると人数もふえるかなということもあるのですけれども、その辺はどう考えているの

でしょうか。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ２歳児ですけれども、こちらについては、町

の別途決裁、要領を設けておりまして、２歳児の預かり方については、保育に欠けると

いうことで、完全に両親共働き、もしくはひとり親で、１人が働いているということの

条件等々がありますけれども、今回、２歳児を無償とすると入所がふえるのではないか

ということでありますけれども、基本的には、保育に欠けるということが大前提で、基

本的には、ほぼ就労になろうかと思いますけれども、就労の実態等。今の確認方法だと

ちょっと弱い部分がございます。今回、国費も投入されるということと、町の独自施策

ということで、町費も投入するということもありますので、国の審査も厳しくなってく

るということもありますので、入所に関する就労確認だとか収入の確認ということは、

シビアにやっていかなければならないということで、１０月１日以降については、現行

のまま行くしかないと思っていますが、新年度に向けて、その内容の整備をしたいとい

うふうに考えているところでございます。 
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○議長（本田 学君） １番中村議員。 

○１番（中村佳代子君） 内容をこれから整備するということは、４月１日からの分を

整備するということでよろしいのでしょうか。 

 それと、パート働きの人も出てくると思うのですけれども、週何時間働くとか、およ

そ目安があるものなのか、その辺もお聞きします。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 今ここでお約束できませんけれども、基本的

には４月１日、次年度からこういう規定で行きたいというふうに考えておりまして、そ

の整備することとしています。 

 それから、週何時間ということではなくて、非常に甘々な多分、国の基準がありまし

て、月に４８時間から６４時間ぐらいの間なので、マックスで見ても６４時間となれ

ば、例えば２０日間働く日がありました場合、午前中働けばクリアしてしまうというこ

ともありますが、例えば週３日しか働かないとか、そういうことになってくるとクリア

できなくなってくるとか、もしくは２日フルタイムで働いてクリアしてしまうというこ

とももちろん出てくるのです。そうなると、逆に預かれる人がふえたきた場合、キャパ

を超えた場合はどうするかという問題も非常に出てくると。そうすると、今までは、制

度上存在していなかった待機児童が発生しないとも限らないというふうに考えておりま

すが、実は、子供の数自体が、最近は頑張って、子供がふえていますが、それほどの件

数がございませんので、キャパを超えるという心配は今のところはしておりませんけれ

ども、一応規定上は、そういうふうになっております。 

○議長（本田 学君） １番中村議員。 

○１番（中村佳代子君） 以前は、２歳児に定員があったような気がするのですけれど

も、今は保育所全体の定員だけで、２歳児というのは特に設けていないのでしょうか。

人数がふえた場合、先生を補充するようなことも出てくると思うのですけれども、その

辺はどうなっているのかお聞きいたします。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） 議員お見込みのとおり、過去には未満児の定

員がございましたが、ちょっと失念しておりますが、途中で定員は撤廃しておます。 

 それから、預かりがふえてくればということですけれども、先ほども申しましたけれ

ども、それほど劇的にふえるという考え方は特に持っておりませんけれども、可能な限

り臨時の職員も含めて対応していきたいというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今の説明で、消費税が１０月から上げるといった中で、消費税

を上げた分については子育てに使うのだという国の方針なのですけれども、結局、まや

かしの子育て支援だと思うのです。というのは、説明書にある令和元年に限り地方負担
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金については全額国費にて補塡、１年限りという条文からいくと、子供を育てるのに１

年で育てられるわけないのです。次々と新しい子供が生まれる。そういった意味で、消

費税を上げた分を今回こうやって使うということについては、私的にはまやかしだとい

うふうに思うのですけれども、いずれにしても、地方に独自政策をとらされている陸別

町の無償化と。その辺とあわせると、今回、令和元年だけでも国が全額負担するという

のは、うちらとしては率先してやっている無償化に対して全額というか、国費から来る

という確信を持っていいのか、全額無償化で独自でやっているから、それは国費で持た

ないという考えなのか、その辺についてちょっと不明確なので、お答え願いたいと思い

ます。 

 いずれにしましても、子育てをする中での考え方というのは、国が相当、出産した段

階からそれなりに子供を育てていく、大学まで上げる場合には２,０００万円有余の金が

ないとできないという、そういう懸念から子育てをしない、子供を生み育てられない、

そういう状況がある中で、当町が学校給食も含めて無償化しているということについて

は、私は、率先して今後継続して、簡単に言えば、国が消費税の見返りに１年だけやり

ますではなくて、全面的に国が持ってほしいという要望は、町長として持っていってほ

しいということを含めますけれども、そういった考え方があるのかどうか伺いたいと思

います。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） それでは、前段の部分の独自施策に対する国

の補塡なり補助金なのかということですけれども、こちらについては、あくまでも独自

なので、国のお金は入ってくるものではありません。要は、町の子育て支援としての施

策として、国の制度のほかにここをやりたいということで、未満児の課税世帯に対する

無償化をやろうというものであります。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君） 補足にもなるのでしょうけれども、議員おっしゃるように、子

育て政策、基本的なことというのは、もちろんおっしゃるように国で方針を出してやる

というのが筋だとは思うのですが、いろいろ当町においても、今までのことでは私も

やっぱり足りないと。それで町独自でそういう対策をとってきたのですが、今回も独自

政策で、町の政策として、住民税の課税世帯の２歳児保育料も無償ということにしたの

ですが、これからも国も逆にいろいろなことを始めてきて、ないときよりは確かにいい

ことであるなと、そのように思っていますし、町としても今までのことはもちろん続け

ていきたいし、もしそれより、また別に考えられることがあれば、子育ての施策として

もいろいろ研究していく必要はあるのではないのかなと、そのように考えているところ

であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 
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○４番（谷 郁司君） 町長がそういう考え方で、当町の子育て支援を進めていってほ

しいと思うのですけれども、この案件について反対するという意味ではないけれども、

国が余りにもまやかしなので、ちょっとおかしいのではないのかということで質問して

いるわけなのですけれども、今の答弁の中で、今、無償化だから、国からの国費は来な

いというふうに理解したのですけれども、私はおかしいと思うのです。無償化をやって

いるゆえに、その分にかかる分については国が当然出すというのだから、１年でもいい

から出してほしいと思うのですけれども、その辺は、金額的にどれぐらいなのですか、

当町が負担するとなれば、どれくらいで、その分が来ないというふうに理解していいの

か、その辺お願いします。 

○議長（本田 学君） 丹野保健福祉センター次長。 

○保健福祉センター次長（丹野景広君） ちょっと説明が足りなかったのかもしれませ

んけれども、国が行う無償化については、国が責任を持ってお金を出します。 

 今、私がお金を独自でやると言ったのは、あくまでも住民税課税世帯の未満児、２歳

児について町が独自で減免を行うことがありますので、その分の金額でございます。 

 そして、今はね返りは、２歳児の課税世帯でいきますと、今現在何名か入っているひ

よこ組のうち２人が、今回の独自施策に該当しますけれども、１人、月１万４,０００円

もらっていたものが入ってこなくなるということですので、年額にすると３３万６,００

０円ぐらいの金額になろうかと思いますが、ひよこ組につきましては、年度でずっと在

席しているわけではなく、当該年度の途中で２歳に到達した時点で、入所資格は持ちま

すので、一概には金額は述べられませんけれども、これが倍の人数になっても７０万円

弱ということになるというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） これは決して町長の責任ではないから、あくまでも国の方針

が、消費税増税することによって子育て支援をやります。たった１年だけという、そう

いうまやかしを町長自身も、地方自治を預かる長として、強く抗議する形で、消費税を

ずっと取るのならずっとやれよというぐらいの形で、地方財政も厳しいと言いながら、

全部独自の、町長の考え方で進められる。町だけでなくて、議会も当然それに賛同しな

がらやられるという状況を考えて、町長が何か事あるごとで、１回限りの給付ではだめ

だというようなことを常に言っていってほしいと思います。お答えは要らないですけれ

ども、先ほどの姿勢で私は十分だと思うので、よろしくお願いいたします。 

○議長（本田 学君） 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君） 国の政策にはそれぞれ、いろいろな考えがもちろんあると思う

のですが、我々の立場としては、国が決めたことを粛々と守っていかなければならな

い。 

 ただ、先ほども申しましたが、子育てやなんかは、国より先に進んでいかなければな
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らないということで進んできていますが、そこら辺のことは、議員おっしゃるようなこ

とは、また町村会等でも機会があれば話していきたいのかなと、そのように思っている

ところであります。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第４５号陸別町へき地保育所条例の一部を改正する条例を採決しま

す。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４５号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１０ 議案第４６号陸別町営農用水道施設の設置等に関す 

る条例の一部を改正する条例 

◎日程第１１ 議案第４７号陸別町簡易水道事業給水条例の一部を 

改正する条例 

◎日程第１２ 議案第４８号陸別町専用水道の設置等に関する条例 

の一部を改正する条例 

◎日程第１３ 議案第４９号陸別町公共下水道条例の一部を改正す 

る条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１０ 議案第４６号陸別町営農用水道施設の設置等に関

する条例の一部を改正する条例から日程第１３ 議案第４９号陸別町公共下水道条例の

一部を改正する条例まで、４件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第４６号陸別町営農業用水道施設の設置等に関す

る条例の一部を改正する条例ですが、水道料金の消費税について外税方式とするため、

所要の改正を行おうとするものであります。 

 続きまして、議案第４７号陸別町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例です

が、水道法の一部改正により設けられた指定給水装置工事事業者の指定の更新にかかわ



― 26 ― 

る手数料を定めるとともに、水道料金の消費税について外税方式とするため、所要の改

正を行おうとするものであります。 

 続きまして、議案第４８号陸別町専用水道の設置等に関する条例の一部を改正する条

例ですが、水道料金の消費税について外税方式とするため、所要の改正を行うとするも

のであります。 

 続きまして、議案第４９号陸別町公共下水道条例の一部を改正する条例ですが、下水

道料金の消費税について外税方式とするため、所要の改正を行うとするものでありま

す。 

 以上、議案第４６号から第４９号まで、４件を一括して提案いたします。 

 内容につきましては、建設課長から説明させたいと思いますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） それでは、これより議案第４６号から４９号に係ります説

明をさせていただきますが、まず初めに、各議案に共通いたします料金改定、改正につ

きまして、資料のナンバー４をもって説明をさせていただきたいと思いますので、お願

いいたします。 

 このたび１０月１日より消費税率が８％から１０％に引き上げられることを受けまし

て、陸別町の水道・下水道料金につきまして、消費税率引き上げ分の料金の改定を行お

うというものであります。 

 また、この改定にあわせまして、現行料金につきまして、内税だった料金を本体価格

と税額とを明確にするために外税方式とするというものであります。 

 まず、資料のナンバー４、上段のほうにあります現行料金につきまして、各用途ごと

に料金をうたわせていただきました。一番上段の一般用を一つの説明として読ませてい

ただきます。 

 現行につきましては、一般用の基本料金が税込みの金額、太枠になっておりますが、

８％の税込みの価格であります１,８２０円で今表記されてきております。また、超過料

金につきましても８％税込みの料金、２０６円とさせていただいておりました。 

 今回、税率が変わります。外税とさせていただきたいということで、矢印下、下段の

ほうになります。改定後の料金となりますが、まず、ここに至ります際に、上段の８％

の税込みの料金額を、税抜き価格に１.０８で割り返しました税抜き価格となります。表

の基本料の左側のほうに税抜き価格として載っていますが、１,６８６円という形で、税

抜き価格を算出しております。この税抜き価格を改定後の下段のほうでも、そのまま１,

６８６円とさせていただきまして、この金額を今回新たな料金表に掲載させていただき

たい料金となります。 

 ちなみに、実際にお客様に請求させていただきます際には、この税抜き価格に、最終

的に消費税を掛けさせていただきました料金を請求させていただきますことから、右側
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のほうに１０％税込み料金と書かれていますが、基本料だけであれば、このような１,８

５４円という形での請求になるというものであります。 

 具体的に料金の計算につきましては、資料の一番下のほうに計算例として書かせてい

ただいていますが、１０立方使ったのであれば、基本料の１,６８６円に超過しておりま

す立方数２立方に超過料金の１９１円を掛けました合計に消費税率１０％を加えた計算

をさせていただきまして、金額を出させていただいています。 

 なお、計算によって１円未満の端数が出た場合には、端数については切り捨てた額を

もって水道料金、下水道料金とさせていただく形になっております。 

 料金につきましては、以上のような形です。 

 なお、今回の料金改定に当たりまして、当町のほうであります水道下水道審議会条例

に基づきまして、ことしの８月２０日に、陸別町水道下水道審議会を開催しておりまし

て、この中で審議いたしまして、今回の内容について諮問させていただいておりまし

て、同日に回答を受けておりまして、回答の内容としましては、料金の改定について

は、今後安定的な事業の経営を行うためには、消費税率引き上げ分相当額を適正に転嫁

することが必要であるということと。外税方式の変更についても、料金と税が明確にな

ることで、適正な転嫁ができることから、外税方式への変更は妥当だという旨の回答を

受けておりますことも、あわせてこの場で報告させていただきます。 

 それでは、各議案につきまして、資料ナンバー５から順に説明させていただきまし

て、議案の説明させていただきたいと思います。 

 まず、議案第４６号陸別町営農用水道施設の設置等に関する条例の一部を改正する条

例。 

 陸別町営農用水道施設の設置等に関する条例の一部を次のように改正するであります

が、資料につきましては、４５ページのナンバー５の資料になります。 

 先ほど説明させていただきました料金の改定表をもって、別表１の料金表につきまし

ては、変更させていただいております。 

 第３条の条文につきましては、別表１の定めるところにより算出した額の合計額に消

費税及び地方消費税の税額を加えた額とすると。この場合において、１円の未満の端数

が生じたときは、その端数を切り捨てるものとするというような形で変更させていただ

いております。 

 以上、議案第４６号につきましての説明は終わりまして、議案集の第４６号のほうに

戻りまして、第３条を次のように改めるから以下の部分につきましては、資料で説明さ

せていただきましたので、省略させていただきまして、附則の部分を読み上げさせてい

ただきたいと思います。 

 施行期日、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、この条例の施行の際、現に継続して水道を使用している者の令和元年１０

月分の水道の使用料は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、なお従
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前の例による。 

 ただし、令和元年１０月の定例検針日、陸別町営農用水道施設の設置等に関する条例

の第４条に規定による。後に使用を休止又は廃止した場合の水道の使用料についてはこ

の限りではない。 

 以上が、議案第４６号につきましての説明とさせていただきます。 

 続きまして、議案第４７号についてでありますが、議案第４７号陸別町簡易水道事業

給水条例の一部を改正する条例。 

 陸別町簡易水道事業給水条例の一部を次のように改正するであります。 

 これにつきましては、資料集の６－１、６－２をごらんください。 

 ６－１ですけれども、料金の改定につきましては、第１９条の料金の改定、別表１の

定めるところに算定した合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた額とする。この

場合において、１円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨てるものとする。これ

につきましては、先ほどと同様の形で行いたいというふうに思います。 

 また、６－２のほうの別表１につきましても、料金表につきましては、最初に説明さ

せていただきました資料ナンバー４と同様の額の改定となっております。 

 また、ここからですけれども、料金の徴収方法という第２３条につきまして、現行で

は、料金は納入通知書または集金の方法により、毎月徴収するという文章になっており

ましたが、現状としまして、実際には皆様、口座振替等を行って徴収させていただいて

いる部分も多分にあるものですから、今の現状と今回の改正とあわせまして、料金は納

入通知書、口座振替または集金の方法により毎月徴収するというふうに改めたいと思い

ます。 

 最後になりますが、手数料の第２４条になります。ここの部分につきましては、指定

給水装置工事事業者の手数料につきまして、これまで新規で登録させていただいた際に

のみ手数料が発生し、一度登録された方につきましては、その後ずっと継続して登録さ

れたままだったのですけれども、今回、水道法が改正になりまして、この制度につきま

しても５年ごとの更新手続が必要となるということになったものですから、今回新たに

更新の手数料について定める必要性が生じましたので、この部分につきまして、(２)か

ら(３)を新たに(３)から(４)としまして、(２)を新設させていただきまして、指定給水

装置工事事業者指定更新手数料としまして、法第２５条の３の２第１項の指定の更新を

したときに、１件につき１万円という形で定めさせていただきたいという内容になって

おります。 

 議案第４７号の説明につきましては、以上でして、議案集に戻りまして、附則を読み

上げさせていただきます。 

 施行期日、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、この条例の施行の際、現に継続して水道を使用しいている者の令和元年１

０月分の水道の使用料は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわらず、なお
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従前の例による。 

 ただし、令和元年１０月の定例検針日後に使用を休止又は廃止した場合の水道料金に

ついてはこの限りでない。 

 以上であります。 

 続きまして、議案第４８号陸別町専用水道設置等に関する条例の一部を改正する条

例。 

 陸別町専用水道の設置等に関する条例の一部を次のように改正する。 

 これにつきましては、説明資料のナンバー７になります。 

 使用料のほうの別表の３につきましては、初めに説明させていただきました資料ナン

バー４の料金体系と同じになっております。 

 第３条の銀河の森専用水道を省く水道の使用は、別表の定めるところにより算定した

額の合計額に消費税及び地方消費税の額を加えた額とする。この場合において、１円未

満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとするというふうに、第３条のほ

うを改正したいという内容になっております。 

 説明は以上であります。 

 議案に戻りまして、附則を読み上げさせていただきます。 

 施行期日、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、この条例の施行の際、現に継続して水道を使用している者の令和元年１０

月分の水道の使用料は、この条例による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 ただし、令和元年１０月の定例検診日後に使用を休止又は廃止した場合の水道の使用

料についてはこの限りでない。 

 以上であります。 

 最後に、議案第４９号であります。陸別町公共下水道条例の一部を改正する条例。 

 陸別町公共下水道条例の一部を次のように改正する。 

 これにつきましては、資料集のナンバー８となります。 

 料金につきましては、最初に説明させていただきましたナンバー４に記載してありま

す料金のような形での改正とさせていただいております。 

 第２０条、使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、別表

第１の定めるところにより算定した額の合計額に消費税及び地方消費税の税額を加えた

額とする。この場合において、１円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる

ものとするというふうな形での改正となっております。 

 それでは、議案第４９号に戻りまして、附則を読み上げさせていただきます。 

 施行期日、この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

 経過措置、この条例の施行の際、現に継続して公共下水道を使用としている者の令和

元年１０月分の下水道使用料は、この条例による改正後の別表第１の規定にかかわら
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ず、なお従前の例による。 

 ただし、令和元年１０月の定例検針日に排除した汚水量を算定した後に使用を休止又

は廃止した場合の下水道使用料については、この限りでない。 

 以上、説明とさせていただきますが、以後、御質問によってお答えしてまいりたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

○議長（本田 学君） これから、議案第４６号の質疑を行います。質疑はありません

か。 

 ６番多胡議員。 

○６番（多胡裕司君） １点だけ確認させてください。 

 きょう朝、テレビを見ていると、消費税に関する混乱ということがありました。例え

ば水道料金のメーターというのは、９月３１日と１０月１日の零時００分、そこではっ

きり切りかわるようなことに、わかっているのですか。要するに、９月分の使った水の

量、１０月１日から新たに１０％の消費税、９月までは８％の消費税の徴収料をいただ

くということになっているのですけれども、そこら辺の差というのはわかるのですか。

１０月１日に切りかわった時点で、１０月１日の使用料というのはわかるのですか。け

さやっていたのはタクシー料金、同じ運転手で深夜に乗って、運転手がかわったその日

の朝から１０月１日のタクシー代の使用料。夜間の運転手がずっと継続していて、朝切

りかわるまでは９月分の消費税８％の料金。それがはっきり陸別の水道料金が、９月の

終わりです。１０月の１２時００分を境目にして、水道量というのはわかるのですか、

陸別町。単純に言えば、どうなのですか。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 料金につきましては、毎月行っております定例検針日を

もって検針した量で料金を算定させていただいております。その定例の検針日が１日か

ら７日までの７日間の中で、各検針をもって料金を算定しますものですから、検針を

もっての切りかえというような形になるものですから、先ほどタクシーの料金の例があ

りましたけれども、２４時、零時をもってという形にはなっておりません。 

○議長（本田 学君） ６番多胡議員。 

○６番（多胡裕司君） そこで初めて、今、説明があったように、１日から７日までの

検針もありますよね、水道料金幾ら使ったと。それでは、１日から７日、その７日の分

の消費税というのはどうなのですか。９月で使った分はまたいでいますよね。当然また

いでくるわけですから。１日、１日の精算ではないですよね。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 先ほど述べさせていただいた形をとっていますので、今回

も料金をいただく際には、まず、１０月１日から７日までの検針期間中に検針します料

金につきましては、９月までの使用料という形になりますので、これについては消費税

８％のままとなります。次の１０月になった検針日のときに初めて、１０月中に使用し
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た量という形で解釈させていただいておりまして、その分から１０％として料金を徴収

させていただきたいという形になっております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第４６号陸別町営農用水道施設の設置等に関する条例の一部を改正す

る条例を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４６号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４７号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

 １番中村議員。 

○１番（中村佳代子君） この条例改正は、消費税の増税に伴うことだと思うのですけ

れども、第２４条の(２)指定給水装置工事事業者指定更新手数料というのだけ追加に

なっていますけれども、このことを少し詳しく教えてください。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） この手数料の追加につきましては、上位法に当たります水

道法の改正が行われまして、指定給水装置工事事業者の制度におきまして、これまでは

一度登録したらそのまま永遠に登録されたままということだったのですが、背景としま

しては、幽霊企業等の実態もあるらしいのですが、そういったことを踏まえまして、５

年ごとに更新をして、きちんと精査しましょうというのが国のほうからの話の内容であ

ります。 

 今回、水道法で、５年ごとの更新が必要ですという形で改正がされました。陸別町に

おきましても、陸別町の水道給水装置を工事するに当たりましては、指定業者制度を設

けておりますので、登録をさせていただいている業者がおりますが、そういった業者に

対しまして、これからは５年おきに更新してくださいということになります。その更新

をする際に当たりまして、手数料として１万円いただきたいというようなことでの今回

追加となっております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） １番中村議員。 
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○１番（中村佳代子君） これは事業者が払うのですか、それとも個人の家でも、５年

給水したままだと、また手数料が１万円かかるのか、その辺もう一度お願いします。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 申しわけありません。説明が不備でした。 

 水道本管から各家庭の家に水道管を引くに当たっては、指定業者による工事というふ

うに定められております。この業者について、指定給水装置工事事業者と言わせても

らっております。その事業者が、自分たちが陸別町の給水工事を行うに当たって、そう

いった登録、資格を持っている指定業者ですということでの登録が必要になるのです。

その指定業者が登録をするための事務手数料、業者が町のほうに登録する際の手数料と

しての１万円となりますので、一般の給水を行う方たちに費用負担が発生するようなも

のではありません。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 今の質問と関連するのですけれども、今、指定業者、陸別町

は、それなりに水道法に基づいた施工できる業者だと思うのですけれども、何件ぐらい

あるのですか。 

 今後、５年ごとに、例えば私のところでこの方法をやって１万円納めました。５年

たってから、また違う業者、多分陸別には複数の業者がいると思うのですけれども、そ

ちらに移っても、その区分けというのか、何かあるのですか、業者の。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） ただいま陸別町に登録されております指定登録事業者数は

１４者になります。うち２者が町内業者、１２者が町外業者となっております。 

 この登録、更新するに当たりましては、これからがスタートとなりますものですか

ら、登録期間を各業者が当初指定を受けた年数、月数をもとに区分けして期間を区切っ

ております。その期間をもって順次更新していって、更新したときからは、新たに５年

間というふうになります。今、一応、令和の１０月から更新が始まってきまして、最終

的には、令和６年ぐらいまでに今の全登録１４者が最初の更新を行うような事務手続と

なる予定です。それ以降は、その更新した日から５年後というふうにさせていただいて

おります。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ちょっとくどいかもしれませんけれども、結局５年前にＡ業者

だったけれども、５年たってから更新する場合、Ｂ業者だと。そういうふうになる可能

性があると思うのですけれども、それでもよろしいのですか。同じ業者でずっとやると

いうことではないということでいいのですか。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 
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○建設課長（清水光明君） 説明が下手で申しわけありません。 

 例えばＡ者というＡの業者がありまして、その業者が過去に登録をしておりました。

今回の水道法の改正によって、今後は更新が必要ですというふうになりました。ですの

で、登録されていたＡ者は、例えばことしから来年の１年間の間に更新手続をしてくだ

さいというふうになります。通知をさせていただきまして、更新手続をしていただい

て、その更新した月からまた５年後、また新たにその業者は、まだ事業を行いたいとい

う意思があるのであれば更新手続をしてくださいというような形での流れなのですけれ

ども、よろしいでしょうか。 

○議長（本田 学君） 暫時休憩します。 

                           休憩 午後 ０時０２分 

                           再開 午後 ０時０２分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 答弁。清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） 申しわけありません。再度御説明をさせていただきます。 

 登録事業者は、あくまでも陸別町内で給水事業を行う際にあって、登録指定業者制度

ですので、その業者を利用する町民の方がどこを利用しようと、それは全然問題ない話

であります。あくまでも事業者が陸別町の給水工事において仕事をする上で、指定登録

をしていただかないとだめですということでの指定制度であります。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第４７号陸別町簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例を採決し

ます。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４７号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４８号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第４８号陸別町専用水道の設置等に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４８号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第４９号の質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第４９号陸別町公共下水道条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第４９号は、原案のとおり可決されました。 

 昼食のため、午後１時まで休憩します。 

                           休憩 午後 ０時０５分 

                           再開 午後 １時００分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１４ 議案第５０号陸別町印鑑登録及び証明に関する条例 

の一部を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１４ 議案第５０号陸別町印鑑登録及び証明に関する条

例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５０号陸別町印鑑登録及び証明に関する条例の

一部を改正する条例ですが、住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令が施行され

ることに伴いまして、所要の改正を行おうとするものであります。 
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 内容につきましては、町民課長から説明させたいと思いますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 棟方町民課長。 

○町民課長（棟方勝則君） 議案第５０号陸別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部

を改正する条例を説明いたします。 

 提案理由にありますが、住民基本台帳法等の施行令が改正されまして、改正の趣旨と

しましては、女性活躍推進の観点から、氏に変更があった場合は、住民票に旧氏の記載

を求めることができることになっています。旧氏とは、その者が過去に称した氏であっ

て、その者に係る戸籍または除かれた戸籍に記載されているものであります。一般的に

は、旧姓と言われるものです。それが住民票に記載されると。それに伴って、マイナン

バーカードや印鑑証明書に記載されます。 

 印鑑証明は、町の条例ですので、今回、改正になります。 

 資料集ナンバー９をごらんください。 

 新旧対照表です。 

 まず、第２条です。改正前は「本町の住民基本台帳」が、改正後「本町が備える住民

基本台帳」ということで、国の表現が変わっていますので、今回、それに合わせて改正

します。 

 次に、第５条です。ここで訂正があります。第５条、（印鑑録登録）となっています

が、第５条の１行上です。真ん中の「録」を消していただいて、「印鑑登録」に訂正い

たします。 

 第５条、町長は、次の各号の一に該当するときは、印鑑登録を拒否することができる

ということで、印鑑登録できない規定を設けています。この規定に、いわゆる旧氏、旧

姓の印鑑登録を認めるという改正であります。 

 あわせて、法律の条文が変わっていますので、参照する条文もあわせて改正しており

ます。 

 次に、第９条です。第９条につきましては、印鑑登録証の返還に関する規定です。こ

れも同じように、旧氏の記載を加えております。 

 資料の説明は以上にしまして、本条例に戻ります。附則を説明します。 

 附則、この条例は、令和元年１１月５日から施行するということであります。 

 以上で、議案第５０号の説明とします。以後、質問によってお答えしてまいりますの

で、御審議をお願いします。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５０号陸別町印鑑登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５０号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１５ 議案第５１号陸別町営住宅設置条例の一部を改正 

する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１５ 議案第５１号陸別町営住宅設置条例の一部を改正

する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５１号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する

条例ですが、町営住宅のうち、新町団地の建てかえにより、Ｑ棟、Ｒ棟の供用開始に伴

いまして、所要の改正を行おうとするものであります。 

 内容につきましては、建設課長から説明させたいと思いますので、御審議のほどよろ

しくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 清水建設課長。 

○建設課長（清水光明君） それでは、議案第５１号につきまして説明をさせていただ

きたいと思います。 

 資料集のナンバー１０をごらんください。 

 今年度、新町団地におかれまして建設中でありますＱ、Ｒ棟、２棟６戸につきまし

て、１１月７日より供用開始したく、それに伴いまして条例の改正を行うものでありま

す。 

 場所につきましては、図面の中央、新町交流館と書かれているところの右手側、町道

新町５号通りを挟みました場所のＱ、Ｒ棟、斜線で引いてあります部分が今回新たに設

置いたします住宅となります。 

 この建設につきましては、今年度発注しております建築主体工事並びに機械設備工

事、電気設備工事が、それぞれ１０月２５日、１１月５日、また１１月５日に完成しま

す。それに伴いまして、今回建てかえ整備を進めております入居者の方たちに住宅を提

供するような形になっております。 

 住戸につきましては、今回２棟、各１棟ごとに３戸の住宅となっておりまして、計６
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戸が新たに供用開始になる形になっております。 

 説明につきましては、以上とさせていただきまして、議案第５１号のほうに戻らせて

いただきます。 

 陸別町営住宅設置条例の一部を次のように改正する。 

 別表第１の中の新町団地につきましてですが、まず、上の段がこれまでの条例になっ

ておりまして、一番下段のほうにありますＰ棟の下にＱ棟、Ｒ棟を新設させていただき

ます。戸数につきましては、それぞれ３戸ということで、設置の年数が令和１年度とさ

せていただいております。それぞれ木造の平屋で２ＬＤＫ、部屋番号としましては１、

２、３となっております。 

 これによりまして、表の上のほうになります、新町団地の総体の戸数が、これまで１

６棟だったものが１８棟に、また、戸数につきましては、４６戸だったものが５２戸に

変更となります。 

 以上が変更の内容であります。 

 次のページのほうで、附則を読み上げさせていただきます。 

 この条例は、令和元年１１月７日から施行する。 

 以上であります。以後、御質問によってお答えしてまいりたいと思いますので、御審

議のほどよろしくお願いいたします。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５１号陸別町営住宅設置条例の一部を改正する条例を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５１号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１６ 議案第５２号陸別町消防団員の定員、任免、服務等 

に関する条例の一部を改正する条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１６ 議案第５２号陸別町消防団員の定員、任免、服務

等に関する条例の一部を改正する条例を議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 
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 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５２号陸別町消防団員の定員、任免、服務等に

関する条例の一部を改正する条例ですが、成年被後見人等の権利の制限にかかわる措置

の適正化等を図るため、関係法律の整備に関する法律の公布に伴いまして、所要の改正

を行おうとするものであります。 

 内容につきましては、総務課参事から説明させたいと思いますので、御審議のほどよ

ろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 高橋総務課参事。 

○総務課参事（高橋直人君） それでは、私のほうから、議案第５２号陸別町消防団員

の定員、任免、服務等に関する条例の一部を改正する条例について説明いたします。 

 今回の改正の概要を申し上げますと、成年被後見人及び被補佐人の人権が尊重され、

成年被後見人等であることを理由に不当に差別されないよう、提案理由にあります関係

法律によって、いろいろな分野において、資格等における欠格条項を一括して見直すこ

ととなりました。 

 当町の消防団員の定員、任免、服務等に関する条例に、当該欠格条項がありますこと

から、今回の条例改正の提案に至っております。 

 それでは、お手元の議案説明資料ナンバー１１をごらんください。 

 これは、新旧対照表で説明いたします。 

 表の右側が改正前、左側が改正後となります。 

 右側、改正前の現行の欄をごらんください。 

 第４条で、欠格事項を規定しております。第１号の「成年被後見人又は被補佐人」

を、左側の改正案で削るとしております。つまり、欠格事項から除くということであり

ます。 

 次に、「第２号」を「第１号」に、「第３号」を「第２号」に、「第４号」を順次繰

り上げ、第３号の「免職」という文言を「懲戒免職」に改めるという内容になっており

ます。 

 次に、第５条第２項第１号ですが、第４条の第３号が第２号に繰り上がりますので、

改めるというものです。 

 ここで、議案集３１ページをごらんください。 

 附則を読み上げます。 

 施行期日、この条例は、令和元年１２月１４日から施行する。 

 以上で、説明は終わらせていただきますが、以後、御質問によってお答えしてまいり

ますので、御審議のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 
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○議長（本田 学君） 質疑なしと認め、これで終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５２号陸別町消防団員の定員、任免、服務等に関する条例の一部を

改正する条例を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５２号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１７ 議案第５３号陸別町森林環境譲与税基金条例 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１７ 議案第５３号陸別町森林環境譲与税基金条例を議

題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５３号陸別町森林環境譲与税基金条例ですが、

森林環境譲与税の健全な管理を図るための基金を設置するため、所要の制定を行おうと

するものであります。 

 内容につきましては、産業振興課長から説明させたいと思いますので、御審議のほど

よろしくお願い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） それでは、陸別町森林環境譲与税基金条例について御

説明させていただきます。 

 まず、資料のナンバー１２－１と１２－２を御参照いただきたいと思いますが、申し

わけござません。まず、資料１２－２で修正がございますので、お願いいたします。 

 まず、一番上の表、陸別町の譲与基準の値の表でありますが、①の私有林人工林面積

等の単位が抜けておりました。申しわけございません。一番上の面積の単位はヘクター

ルです。２番目の林業就業者数の欄は人です。３番目の人口につきましても単位は人と

なります。 

 続きまして、次から三つ連続して表がありますけれども、それぞれ年度の表記が平成

のままになってございましたが、それぞれ令和表記に修正をしていただきたいと思いま

す。まず、最初、平成３１年から３３年というところは、令和１から３、次の平成３４

から３６が令和４から６、次の平成３７から４０が令和７から１０、次の平成４１から
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４４が令和１１から１４、最後、平成４５年からは令和１５年からということで、それ

ぞれ三つの表の年度の表記を修正していただきたいと思います。 

 それと、表の下、市町村における譲与算定額、Ｈ３１の場合、これをＲ１に修正をお

願いいたします。大変申しわけございませんでした。 

 それでは、資料ナンバー１２－１をお開きいただきたいと思います。 

 ここに、条例の制定に当たってを記載しております。 

 森林環境譲与税の趣旨につきましては、３月の定例議会でも御説明しておりますけれ

ども、資料の中段、市町村の使途に記載のとおり、森林整備、これは未整備森林の間伐

など及びその促進ということで、人材育成や担い手の確保、木材の利用促進、普及啓発

などに使うための財源として、国民に広く恩恵があることから、一人一人がひとしく負

担を分かち合って、国民皆で森林を支える仕組みとして森林環境税が創設されます。 

 使途につきましては、納税者への説明責任を果たす観点から、わかりやすい形で公表

することとされております。法令で定められた使途どおりに確実に執行するとともに、

その実績をわかりやすく公表できるようにするために基金を設置して、事業の執行と管

理を行うものであります。最初に譲与されるのが令和元年９月末ですので、それまでに

条例を制定し、基金を設置するものでございます。 

 参考としまして、資料ナンバー１２－２に、陸別町の試算額と算定方法を記載してお

りますので、お目通しをお願いいたします。 

 算定につきましては、私有林人工林面積、林業就業者数、人口の三つの要素により算

定されます。 

 それでは、議案集３２ページをお開きいただきたいと思います。 

 陸別町森林環境譲与税基金条例。 

 設置から読み上げさせていただきます。 

 設置。 

 第１条、陸別町における森林の整備に関する施策や担い手の確保及び人材育成、木材

利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に必要な事業に要する経費の財源に充

てるため、陸別町森林環境譲与税基金（以下、「基金」という）を設置する。 

 積立額。 

 第２条、基金に積み立てる額は、国から陸別町に譲与される森林環境譲与税の額に基

づき、予算において定める額とする。 

 基金の使用。 

 第３条、基金は、第１条に規定する事業に要する経費に充てるために使用することが

できる。第２項、前項の規定により、基金を使用する場合は、その金額を一般会計の歳

入に繰り出し、その歳出として支出するものとする。 

 現金の管理。 

 第４条、基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法によ
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り保管しなければならない。 

 運用益金の処理。 

 第５条、基金の運用から生じる収益及び基金を原資とする事業によって発生する収益

は、一般会計の歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。 

 繰替運用等。 

 第６条、町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び

利率を定めて、基金に属する現金を歳出現金に繰り替えて運用し、又は一般会計の歳入

歳出予算の定めるところにより歳入に繰り入れて運用することができる。 

 町長への委任。 

 第７条、この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は町長が定める。 

 附則。 

 この条例は、公布の日から施行する。 

 以上であります。以降、御質問によりお答えしてまいりますので、御審議のほどよろ

しくお願いいたします。 

○議長（本田 学君） これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、４点質問させていただきます。 

 間もなく今年度分の森林環境譲与税が交付されることになると思いますが、議案説明

書、資料１２－１に記載されておりますように、その実績をわかりやすく公表できるよ

う基金を設置して、事業の執行と財源の管理を行うとするものであります。 

 この公表についてでありますが、実績を公表するということは、これは法律に基づい

て、このとおりでありますが、この基金条例を６月定例会等において定めた、いわゆる

先発の市町村では、この条例を制定するとともに、森林環境譲与税の活用に向けた基本

方針、これについても既に公表しておりますが、当町もそのような対応をとるのか、お

伺いいたします。まず、これが１点であります。 

 また、この森林環境譲与税の交付、これにつきましては、ことし４月に施行されまし

た森林経営管理法に基づく、新たな森林管理システムに基づく事業を実施しなければな

らないということになっております。森林所有者への意向調査等、そのスケジュールが

どのようになっているのかお伺いいたします。 

 それから、３点目でありますが、この条例案の第６条の繰替運用等となっております

が、聞きなれない言葉でありますが、具体的にどのような処理がされるのかということ

であります。 

 それから、最後の４点目でありますが、先ほど民有林人工林面積６,３４９ヘクタール

ということでありましたが、一般的に当町の民有林面積１万２,０００ヘクタールぐらい

が、道の森林計画書などに書かれているわけでありますが、この全てが算定の対象にな

るわけではなくて、別に対象となる要件が定められているのか。この４点についてお伺
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いいたします。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） それでは、ただいまの御質問。 

 まず一つ目の基本方針の関係でございますけれども、これにつきましては、今後なる

べく早く、年内といいますか、１０月、１１月ぐらいには公表できるように準備を進め

たいというふうに考えております。 

 それと、意向調査ということでありますけれども、このスケジュールでございます

が、意向調査につきましては、今後、森林所有者へのアンケート調査ということで、年

度内に調査が完了するようなスケジュールで準備を進めたいというふうに考えておりま

して、この後の補正予算にも関係予算を計上させていただいているところでございま

す。 

 それと、繰替運用ということでございますけれども、これにつきましては、基金を一

般会計の、町長の判断によりまして、一般会計のほうに、基金の目的ではなくて、それ

以外のことで繰りかえて運用することができるというふうにされておりまして、これ

は、条例で定めていれば、そういったことに使えるということにもなっておりまして、

本条例におきましては、町長が財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方

法、期間、利率を定めて、この基金に属する現金を一般会計に繰り入れて運用すること

ができるというふうに定めているものでございます。 

 それと、人工林面積でありますが、この森林環境譲与税の算定の方法は、資料の１２

－２のとおり、私有林の人工林面積が対象になるということで、これは国等で調べてい

る面積が陸別町の場合は６,３４９ヘクタールということで、これが対象の面積になりま

す。これは全国的に同じような出した方をしておりまして、さらに、その市町村内にお

ける森林の面積の割合、８５％以上ですとか以下で補正係数が係りまして、このような

数字になっております。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５３号陸別町森林環境譲与税基金条例を採決します。 

 この採決は、起立によって行います。 

 本案は、原案のとおり決定することに賛成の方は起立願います。 

（賛成者起立） 

○議長（本田 学君） 起立全員です。 
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 したがって、議案第５３号は、原案のとおり可決されました。 

──────────────────────────────────── 

◎日程第１８ 議案第５４号令和元年度陸別町一般会計補正予算 

（第５号） 

◎日程第１９ 議案第５５号令和元年度陸別町国民健康保険直営 

診療施設勘定特別会計補正予算（第２号） 

◎日程第２０ 議案第５６号令和元年度陸別町簡易水道事業特別 

会計補正予算（第３号） 

◎日程第２１ 議案第５７号令和元年度陸別町公共下水道事業特 

別会計補正予算（第１号） 

◎日程第２２ 議案第５８号令和元年度陸別町介護保険事業勘定 

特別会計補正予算（第２号） 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 日程第１８ 議案第５４号令和元年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）から日程第２２ 議案第５８号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計

補正予算（第２号）まで、５件を一括議題とします。 

 提案理由の説明を求めます。 

 野尻町長。 

○町長（野尻秀隆君）〔登壇〕 議案第５４号令和元年度陸別町一般会計補正予算（第

５号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ６,９１３万３,０００円

を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ４８億９,００３万２,０００円とす

るものであります。 

 続きまして、議案第５５号令和元年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計

補正予算（第２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５１万円

を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億３,０５１万３,０００円とする

ものであります。 

 続きまして、議案第５６号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ５万５,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,３０５万３,０００円とするもので

あります。 

 続きまして、議案第５７号令和元年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２万７,０００円を減額

し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７,７７９万７,０００円とするもので

あります。 

 続きまして、議案第５８号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第

２号）ですが、既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１,４９０万５,０００円
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を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億１,２６３万１,０００円とする

ものであります。 

 以上、議案第５４号から議案第５８号まで、５件を一括提案させていただきます。 

 内容につきましては、副町長から説明申し上げますので、御審議のほどよろしくお願

い申し上げます。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） それでは、議案第５４号から第５８号まで一括して説明をさ

せていただきます。 

 まず初めに、前段で共通する事項につきまして説明をさせていただきたいと思いま

す。 

 今回の補正予算のうち、議案第５４号の一般会計、議案第５５号の直診会計、議案第

５６号の簡水会計、議案第５７号の公共下水道会計の職員人件費の４節共済費の補正予

算についてでありますが、これにつきましては、昨年と同じく、９月から標準報酬月額

の改正と共済組合におけます共済費の負担率の改正に伴う補正予算であります。 

 また、一般会計の人件費では、共済費のほかに２節の給料、３節の職員手当等におき

ましても補正予算がありますが、こちらは、７月１日付の人事異動によります補正予算

でありますので、説明を省略しながら内容全体の御説明をさせていただきたいと思って

おりますので、あらかじめ御承知をいただきたいと思います。 

 それでは、議案第５４号から説明に入らせていただきます。 

 １ページをお開きください。 

 議案第５４号令和元年度陸別町の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところ

による。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 地方債の補正、第２条、地方債の変更は、「第２表地方債補正」による。 

 それでは、これより事項別明細書により説明をいたします。 

 歳出から説明したいと思いますので、１２ページをお開きください。 

 １２ページ。２、歳出であります。 

 １款議会費１項議会費１目議会費４節共済費４万円の減額は、冒頭説明しました共済

費負担率の改正によるものであります。９節旅費の９万９,０００円と１４節使用料及び

賃借料の車両借上料１８万８,０００円につきましては、議員の行政視察に係る費用であ

りまして、議員７名、職員２名分であります。１３節委託料、肖像画作製９万９,０００

円は、前議長の肖像画を今回、銅板プレートとして作製する費用となっております。 

 次に、２款総務費１項総務管理費１目一般管理費であります。２節給料３９３万円の

減額補正。３節職員手当等７１万７,０００円の増額補正。次のページをお開きくださ
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い。４節の共済費３５３万４,０００円の減額補正につきましては、７月の人事異動と共

済費の負担率の改正によるものであります。 

 なお、３節の退職手当組合費についてでありますが、組合に対する納付につきまし

て、３年ごとに精算することとなっておりまして、今回は、平成２８年度から平成３０

年度までの３年間分の精算によります追加納付となりました１３８万７,０００円と、７

月の人事異動によります７万３,０００円の減額、合わせて１３１万４,０００円の補正

計上となっております。 

 ２目文書広報費１節賃金、臨時事務職員賃金１６万８,０００円であります。これは、

町内運送店の廃業に伴いまして、役場から発送しています町内回覧の配送を受け入れる

業者がなくなりました。運送業を行うには資格が必要でありますが、町の職員が直営で

配布する分には規制がないということでありますので、当面の間、臨時職員による対応

としようとするものであります。 

 なお、大手の運送業者にも相談をしているところですが、今のところ全部辞退をされ

ております。 

 ５目財産管理費１１節需用費、修繕料につきましては、旧ＣＲ貸付住宅の給湯ボイ

ラーを修繕したことで、既定予算の残額が不足となりました。今後の貸付住宅の小破修

繕に対応するために、今回、補正をするものであります。１２節役務費の建築確認申請

及び保険料の４万１,０００円、それから、次のページをお開きいただきたいと思いま

す。１５節工事請負費の住宅建設３,１９９万９,０００円につきましては、歯科診療所

に併設されています居住部分が老朽化によりまして、入居が不可能となりましたことか

ら、別の場所に歯科医が入居する住宅を新たに建設するための補正予算の計上でありま

す。 

 議案説明資料のナンバー１４－１をごらんいただきたいと思います。 

 建設場所につきましては、字陸別７１番地１８６ということで、共栄第１の旧恵盛木

材の社宅の奥の町有地となっております。５５５.９３平米の町有地であります。資料の

１４－２が１階、１４－３が２階の平面図でありますけれども、延べ床面積は１０５.９

９平米で、１階の床面積が６７.０７平米、２階の床面積が３８.９２平米となっており

ます。 

 なお、この工事請負費には、カーポート４.３５平米の建築費も含んでおりますので、

御承知いただきたいと思います。 

 続きまして、２５節積立金２,９９３万６,０００円であります。これは各基金の積み

立てであります。ふるさと整備基金は、指定寄附４件１３３万円と、ふるさと納税１３

件２０万円の合わせて１５３万円。いきいき産業支援基金は、優良家畜導入貸付金の償

還金で、繰り上げ償還２１頭分の１,１２５万円と、約定償還分の４２４万６,０００円

の合わせて１,５４９万６,０００円と、ふるさと納税の６件１４万円の合計１,５６３万

６,０００円であります。ふるさと銀河線跡地活用等振興基金は、ふるさと納税１件１万
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円。町有林整備基金は、ふるさと納税５件６万１,０００円。地域福祉基金は、ふるさと

納税８件８万円。給食センター管理運営基金が、ふるさと納税２件２万円であります。 

 それと、先ほど条例の制定において議決をいただきました森林環境譲与税基金への積

立金でありますが、先ほど議案説明資料ナンバー１２－２でも説明をさせていただきま

した、陸別町への譲与見込額１,２５９万９,０００円であります。 

 続きまして、７目企画費は、官民連携組織設立事業に係る予算の計上であります。こ

の件に関しましては、平成２９年度から国土交通省の支援を受けまして進めた事業であ

りまして、ことしで３年目となっております。これまで若干のずれはありますが、議員

協議会等で説明のスケジュールに沿って進められてきております。 

 議案説明書ナンバー１５をごらんください。 

 官民連携組織の設立に関する協議につきましては、陸別町観光交流活性化促進協議会

が平成２９年度に２回、３０年度に３回、今年度に２回の計７回、それから、設立準備

会につきましては、今年度３回の会議を開催してきております。また、議員協議会にお

きましても、過去５回ほど報告をさせていただいているところであります。 

 これを踏まえまして、資料のほう、上段からになりますけれども、官民連携組織設立

事業ということで、新たな官民連携組織の設立に当たりましては、ここに記載のとお

り、本町の人口減少が進むなか、町行政のスリム化と地域経済の活性化を図り、かつ観

光事業も担う新たな官民連携組織、株式会社を設立するため、町及び商工会が発起人候

補者となり、８月上旬でありますが、町内回覧を通して、法人設立に係る出資者を募集

しております。 

 新たな官民連携組織の狙いとしましては、今後の町行財政の厳しさが一層増す中、限

られた職員数での公務執行の軽減化と行財政の効率化を進め、町内における公共公益性

を含めた体制の受け皿と、あわせて町内のイベント、観光事業などの開催に伴う人手不

足など、町内体制に余裕がない中、持続可能な地域経済の活性化と観光事業を進めてい

くため、町内の資源やノウハウを集大成した新法人を立ち上げることとしております。 

 現在まで、町内経済の一翼と観光事業を担ってきた既存３法人、株式会社陸別町振興

公社、有限会社銀河コーポレーション、有限会社銀河の森の事業を継紹し、収益向上と

雇用の創出を図る公共的サービスを提供し、町の経済と観光全体を担うまちづくり会社

として成長することを目指すというものであります。 

 ここで、文字の訂正をお願いしたいと思います。今の区切ったところから３行上に行

きまして、銀河の森事業を「継紹」しという「紹」が「承」という字でありますので、

文字の訂正をお願いしたいと思います。この後も同じく「継紹」の「紹」の間違いがあ

りますので、そちらも訂正をお願いしたいと思います。 

 続けます。新たな官民連携組織の事業内容につきましては、大きく、観光事業、地域

商社事業、地域課題解決関連事業、この三つの事業展開を予定しております。○の三つ

目の一番後のほうで、継紹の「紹」が出てまいりますので訂正をしてください。 
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 新たな官民連携組織への出資履行時期につきましては、令和元年１２月を予定してお

ります。 

 これまでの経過になりますが、官民連携組織設立に係る町内出資者につきまして、発

起人と呼んでおりますけれども、これまで３６法人、個人事業者でありまして、５０５

万円となっております。 

 設立に向けた今後の予定としましては、以下のとおりであります。 

 なお、本日配付の、議会から要求のありました追加資料ナンバー３に、事業関係の図

面、フロー図でありますが、これをつけておりますので、後ほどごらんをいただきたい

と思います。 

 なお、このフロー図につきましては、ことし５月８日の議員協議会で説明をしている

資料の一部を抜粋して、拡大した資料となっております。 

 議案書の１４ページにお戻りください。 

 このようなことから、今回、新たな官民連携組織の設立に係る登記費用等としまし

て、１９節負担金補助及び交付金で計上の補助金５０万円を予算計上させていただいて

おります。また、官民連携組織の設立のための町からの出資金としまして、５００万円

を計上させていただいております。 

 この出資金につきましては、資本金が１,０００万円未満の場合、消費税免除の優遇措

置が２年間受けられるということで、協議会等で１,０００万円未満とするため、町の出

資金につきましては、先ほど発起人から集まった出資金が５０５万円となっております

ので、５００万円未満の出資となる見込みであります。 

 続きまして、１１目交流センター管理費であります。１３節委託料、施設整備費３３

万円につきましては、ふるさと交流センターの屋外壁掛け時計１台設置の計上でありま

す。現在、道の駅の付近に時計がありません。不便を訴える方もいらっしゃいまして、

昨年、ふるさと整備資金として寄附をいただいた方の希望で、道の駅に時計をつけてほ

しいうという要望もありましたので、御本人に確認の上、今回設置しようというもので

あります。 

 次のページ、１５ページをごらんください。 

 １２目銀河の森管理費４節共済費２３万３,０００円の減額につきましては、共済費負

担率等の改正による補正となっております。 

 ２項徴税費１目税務総務費２節給料のマイナス４９万５,０００円、３節職員手当等の

マイナス５万６,０００円、４節共済費のマイナス４３万２,０００円につきましては、

７月１日付人事異動と共済費負担率の改正による補正であります。 

 次のページ、１６ページをお開きください。 

 ４項選挙費１目選挙管理委員会費４節共済費につきましても、共済費負担率の改正に

よるものであります。マイナス４万８,０００円です。 

 ３款民生費１項社会福祉費１目社会福祉総務費２節の給料、マイナス１５２万８,００
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０円、３節職員手当等マイナス１１７万１,０００円、４節共済費マイナス６８万３,０

００円につきましても、人事異動及び共済費負担率等の改正による補正となります。次

のページをごらんください。１９節負担金補助及び交付金６８万７,０００円につきまし

ては、６月に補正させていただきましたプレミアム付商品券事業のシステム開発に係る

北海道自治体情報システム協議会への負担金であります。これにつきましては、国庫補

助１００％が充てられます。２３節償還金利子及び割引料につきましては、平成３０年

度の障害者自立支援給付費等の精算に伴う国庫負担金、道負担金等への返還金２０９万

９,０００円であります。２８節繰出金は、介護保険事業勘定特別会計への繰出金５５万

９,０００円の減額補正であります。 

 ２項児童福祉費１目児童福祉総務費８節報償費、出産祝い金４０万円につきまして

は、継続者のうち２名の転出、それから新規で４名分の増ということで４０万円の補正

となっております。 

 ２目児童福祉施設費の４節共済費１５万１,０００円の減額は、共済費負担率等の改正

による補正であります。１９節負担金補助及び交付金２５２万８,０００円につきまして

は、幼児教育、保育の無償化に伴う子育て支援システムの改修に係る北海道自治体情報

システム協議会への負担金であります。これにつきましては、道補助金が１００％充当

されます。 

 次のページ、１８ページをお開きください。 

 ３項国民年金費１目国民年金事務取扱費２節給料１万３,０００円、３節職員手当等マ

イナス４万１,０００円、４節共済費１０万３,０００円につきましては、人事異動及び

共済費負担率等の改正による補正であります。 

 次のページをごらんください。 

 ４款衛生費１項保健衛生費１目保健衛生総務費であります。２節給料１万２,０００円

の減額、３節職員手当等１３万８,０００円の増額、４節共済費３０万９,０００円の減

額につきましては、人事異動及び共済費負担率等の改正に伴う補正です。１９節負担金

補助及び交付金の帯広厚生病院運営事業２６万円につきましては、補助対象となってお

ります病床数の増加に伴う増額であります。周産期の病床８床、小児医療の病床５床の

増床となっております。なお、この８０％は特交の対象となっております。 

 ５目診療所費２８節繰出金は、国民健康保険直営診療施設勘定特別会計への繰出金５

１万円の減額補正であります。 

 次のページ、２０ページをお開きください。 

 ２０ページになります。３項水道費２目水道費２８節繰出金であります。簡易水道事

業特別会計への繰出金５万５,０００円の減額補正であります。 

 続きまして、６款農林水産業費１項農業費１目農業委員会費であります。２節給料１

２万５,０００円の減額、３節職員手当等８万４,０００円の増額、４節共済費９万６,０

００円の減額につきましては、人事異動及び共済費負担率等の改正による補正。 
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 ２目農業総務費につきましても、２節給料１８８万６,０００円の増額、それから次の

ページをごらんいただきまして、３節職員手当等１２８万３,０００円の増額、４節共済

費４５万９,０００円の増額は、人事異動と共済費負担率の改正による補正であります。 

 ５目農地費２３節償還金利子及び割引料につきましては、昭和６０年１０月に道営パ

イロット事業で購入しましたクンネベツの明渠排水路の一部につきまして、このたび高

速道路の用地としまして売り払うこととなりました。国と道に対する応分の負担としま

して４,４７９円を返還するというものでありまして、予算５,０００円の計上となって

おります。議案説明資料１３に位置図をつけておりますので、後ほどごらんいただきた

いと思います。 

 ２項林業費１目林業振興費１２節役務費、通信運搬費４万円は、森林経営管理制度に

係る意向調査のための郵便代ということで、これが先ほど譲与税のアンケート調査に係

る郵便代としております。１９節負担金補助及び交付金、次のページ、２２ページをご

らんいただきたいと思います。未来につなぐ森づくり推進事業８８万円は、野ネズミ被

害による植栽１８.４７ヘクタール分の増による補正。林業担い手対策推進事業３５万円

は、伐採等の業務に関する講習会を開催するということで、これを森林組合の補助金と

して支出しようとするものであります。 

 なお、先ほども言いましたが、郵便料の４万円と森林組合への補助金３５万円につき

ましては、森林環境譲与税事業に係る経費となりますので、全額基金を充当することと

しております。 

 続きまして、７款商工費１項商工費１目商工総務費４節共済費４万９,０００円の減額

は、共済費負担率等の改正に伴う補正。 

 ４目公園費１３節委託料、施設設備等改修の３０万円につきましては、しばれフェス

ティバル会場の、ことし、バルーンマンションを設置しました箇所に照明がついている

のですが、その照明をつけるための電源がなくて、ことしの２月には電線から直で引っ

張って電源を確保したという経過がございます。これは非常に危険であるということ

で、電気会社のほうから指摘がありましたので、今回、照明をつけるための電源設置の

ため、土の中に埋設して設置するということでありまして、その委託料となっておりま

す。 

 次の８款土木費１項土木管理費１目土木総務費４節共済費２７万円の減額につきまし

ては、共済費負担率等の改正に伴う補正であります。 

 次のページをごらんいただきたい。 

 ５項下水道費１目下水道費２８節繰出金は、公共下水道事業特別会計への繰出金２万

７,０００円の減額補正であります。 

 次の９款消防費１項消防費１目消防費１１節需用費の修繕料１１万９,０００円につき

ましては、消防団の平成７年に購入しましたポンプ車のクラッチが故障しまして、動か

なくなったということで、その修繕料であります。既定予算に執行残額がなくなりまし



― 50 ― 

たので、その額を補正しようとするものでありまして、クラッチの故障につきまして

は、既定予算で既に修繕を終えております。 

 続きまして、１０款教育費１項教育総務費２目事務局費であります。２節給料１５６

万３,０００円の増額、３節職員手当等８０万１,０００円の増額、次のページになりま

すが、４節１２万５,０００円の増額につきましては、人事異動と共済費負担率等の改正

に伴う補正であります。 

 続きまして、５項保健体育費であります。 

 ３目学校給食費２節５万１,０００円の減額、３節職員手当等の６万３,０００円の減

額、次のページになります。４節共済費９万５,０００円の減額につきましては、これに

つきましても人事異動及び共済費負担率等の改正に伴う補正であります。 

 なお、２６ページから２８ページに給与費明細書が添付されておりますので、後ほど

ごらんいただきたいと思います。 

 以上で、歳出を終わりまして、次に、歳入の説明をさせていただきます。７ページを

お開きください。 

 ７ページは、１、歳入です。 

 ２款地方譲与税３項森林環境譲与税１目森林環境譲与税１節森林環境譲与税１,２５９

万８,０００円であります。 

 議案説明資料ナンバー１２－１で、道が積算しました試算額をつけておりますけれど

も、令和元年度から令和３年度までが１,２５９万９,０００円と試算されておりますの

で、その額の計上であります。なお、既定予算額で１,０００円を計上しておりますの

で、差し引きまして１,２５９万８,０００円の計上となっております。 

 ９款地方特例交付金２項子ども・子育て支援臨時交付金１目子ども・子育て支援臨時

交付金１節子ども・子育て支援臨時交付金１１３万３,０００円につきましては、国の幼

児教育・保育の無償化におきまして、国の基準による利用者負担額分は、国と地方が２

分の１ずつ負担するという制度であります。地方につきましては、道が４分の１、町が

４分の１ということになっております。令和元年度におきましては、地方分も国が負担

するというものでありますので、１０月からの陸別保育所における国の基準の利用者の

負担見込額２２６万８,０００円の２分の１、１１３万４,０００円が交付されるという

ものであります。既定予算額１,０００円がありますので、差し引きましての計上となっ

ております。 

 １０款地方交付税１項地方交付税１目地方交付税１節地方交付税では、今回、普通地

方交付税が３,６０３万５,０００円を補正計上いたしました。地方交付税の補正後の内

訳につきましては、普通地方交付税が１８億６,２７３万８,０００円、特別地方交付税

が当初と変わらず１億８,０００万円で計上しております。合計２０億４,２７３万８,０

００円になります。令和元年度の普通地方交付税の決定額は１９億５,４６１万５,００

０円になりましたので、補正後の留保額は９,１８７万７,０００円となっております。 
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 次に、１３款使用料及び手数料１項使用料２目民生使用料２節児童福祉費使用料は、

保育所の保育料１４０万５,０００円の減額補正であります。陸別町へき地保育所条例の

一部を改正する条例を先ほど議決いただいたところでありますが、保育料を無償とする

ため、１０月以降の分を減額するものであります。 

 次のページ、８ページをお開きください。 

 １４款国庫支出金１項国庫負担金１目民生費負担金２節児童福祉費負担金、子どもの

ための教育・保育給付費負担金６１万８,０００円につきましては、保育料の無償化に伴

う国庫負担の拡充分の補正であります。 

 ２項国庫補助金２目民生費補助金１節社会福祉費補助金、プレミアム付商品券事業補

助金につきましては、歳出で説明しましたとおり、システム開発に係る費用の１０分の

１０の補助６８万７,０００円であります。 

 次に、１５款道支出金２項道補助金２目民生費補助金２節児童福祉費補助金、子ど

も・子育て支援事業補助金につきましても、歳出で説明しました子育て支援システムの

改修に係る費用の１０分の１０の補助２５２万７,０００円であります。 

 ４目農林水産業費補助金２節林業費補助金、未来につなぐ森づくり推進事業補助金に

つきましても、歳出で説明しました野ネズミ被害による植栽に係る増額分の費用の、こ

ちらは２分の１の補助金４３万９,０００円であります。 

 ９ページをごらんください。 

 １６款財産収入２項財産売払収入１目不動産売払収入１節土地売払収入、町有林売払

収入１７５万４,０００円につきましては、北海道横断自動車道の整備に係る土地の売り

払い５カ所分であります。 

 議案説明資料１３、それから本日配付の、議会から要求のありました追加資料ナン

バー２－１と２－２に位置図がありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 次に、１７款寄附金１項寄附金２目指定寄附金１節総務費寄附金１６０万１,０００円

につきましては、まず、ふるさと整備基金は、指定寄附分４件１３３万円、ふるさと納

税分１３件２０万円の合わせて１５３万円、ふるさと銀河線跡地活用等振興資金は、ふ

るさと納税分１件１万円、町有林整備資金もふるさと納税分５件６万１,０００円。２節

教育費寄附金、給食センター管理運営資金もふるさと納税分２件２万円。３節民生費寄

附金、地域福祉資金、これにつきましてもふるさと納税分８件８万円。５節農林水産業

費寄附金、いきいき産業支援資金もふるさの納税分６件１４万円であります。 

 次のページ、１０ページをお開きください。 

 １８款繰入金１項基金繰入金につきましては、総額７２万円を今回充当しておりま

す。 

 ３目ふるさと整備基金繰入金１節ふるさと整備基金繰入金は、ふるさと交流センター

の施設整備事業に、先ほど言いました３３万円を充当しております。 

 １１目森林環境譲与税基金繰入金は、新しい科目となっておりますが、１節森林環境
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譲与税基金繰入金は、森林環境譲与税事業に３９万円の充当としております。 

 ２０款諸収入３項貸付金元利収入１目家畜導入貸付金収入１節家畜導入貸付金収入、

優良家畜導入貸付金償還金１,５４９万６,０００円は、繰り上げ償還２１頭分１,１２５

万円、約定償還分４４万６,０００円の合わせて１,５４９万６,０００円であります。 

 ４項雑入３目雑入７節雑入、介護給付費負担金等精算返還金は、平成３０年度の精算

に伴う一般会計からの繰入金分の返還金２３１万３,０００円であります。 

 次のページをごらんください。 

 ２１款町債１項町債５目臨時財政対策債１節臨時財政対策債につきましては、発行交

付可能額の確定によりまして、５６２万３,０００円の減額補正であります。 

 以上で、歳入を終わりまして、６ページをお開きください。 

 予算書６ページにつきましては、第２表地方債補正であります。 

 ただいま説明しました臨時財政対策債の変更でありまして、起債の目的、臨時財政対

策債の補正前の限度額７,２７０万円、補正後の限度額６,７０７万７,０００円、５６２

万３,０００円の減額、利率につきましては記載のとおりであります。 

 以上で、議案第５４号を終わりまして、次に……。 

○議長（本田 学君） 午後２時２０分まで休憩します。 

                           休憩 午後 ２時０４分 

                           再開 午後 ２時２０分 

○議長（本田 学君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） 次の議案に入ります前に、１件訂正をお願いしたいと思いま

す。 

 議案第５４号の説明の中で、資料になりますが、官民連携組織設立事業で、文字の訂

正をお願いしたところですが、調べてみましたところ、「紹」という字が、事業を受け

継ぐ継承の「承」でありますので、もともとにあった資料の文字で間違いないというこ

とが判明しましたので、済みませんが訂正の訂正をお願いしたいと思います。 

 それでは、議案第５４号に引き続きまして、議案第５５号の説明に入らせていただき

ます。 

 議案第５５号令和元年度陸別町の国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補正予算

（第２号）は、次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。 

 ５ページです。２、歳出。 

 １款総務費１項施設管理費１目一般管理費４節共済費、これにつきましては、一般会
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計でも説明しておりますが、共済費負担率等の改正によります減額の補正であります。 

 ６ページに給与費明細書がついておりますので、後ほどごらんいただきたいと思いま

す。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、次に歳入の説明を行います。 

 ４ページをごらんください。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金、財政対策分５

１万円の減額補正であります。 

 以上で、議案第５５号を終わりまして、次に、議案第５６号の説明に移ります。 

 議案第５６号令和元年度陸別町の簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に

定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費４節共済費、共済組合費の３万２,０００円

の減額、追加費用の２万３,０００円の減額、合わせまして５万５,０００円の減額であ

りますが、こちらにつきましても共済費負担率等の改正に伴う減額補正であります。 

 こちらも６ページに給与費明細書がありますので、後ほどごらんいただきたいと思い

ます。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、歳入の説明を行います。 

 ４ページをお開きください。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金、財政対策分５

万５,０００円の減額補正であります。 

 以上で、議案第５６号を終わりまして、次に、議案第５７号の説明に移ります。 

 議案第５７号令和元年度陸別町の公共下水道事業特別会計補正予算（第１号）は、次

に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。 

 ２、歳出。 

 １款総務費１項総務管理費１目一般管理費４共済費２万７,０００円の減額につきまし

ては、これも先ほどと同じく共済費負担率等の改正に伴う減額の補正であります。 
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 ６ページに給与費明細書がありますので、後ほどごらんいただきたいと思います。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、歳入に説明を行います。 

 ４ページをごらんください。 

 １、歳入。 

 ４款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金１節一般会計繰入金、財政対策分２

万７,０００円の減額補正であります。 

 以上で、議案第５７号を終わりまして、次に、議案第５８号の説明に移ります。 

 議案第５８号令和元年度陸別町の介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２号）は、

次に定めるところによる。 

 歳入歳出予算の補正。 

 第１条第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

 それでは、事項別明細書、歳出、５ページをお開きください。 

 ５ページです。２、歳出。 

 ４款基金積立金１項基金積立金１目介護給付費準備基金積立金２５節積立金、介護給

付費準備基金４１８万２,０００円につきましては、平成３０年度の介護給付費の確定に

伴いまして、財源充当によりまして、介護保険料分の充当後の残額が生じましたので、

その分を基金に積み立てるというものであります。 

 ５款諸支出金１項償還金及び還付加算金２目介護給付費負担金等返還金２３節償還金

利子及び割引料、国庫補助金等返還金１,０７２万３,０００円につきましても、平成３

０年度の介護給付費及び地域支援事業費の確定に伴いまして、国、道、支払基金、町に

対してそれぞれ返還する金額となっております。 

 以上で、歳出の説明を終わりまして、次に、歳入の説明を行います。 

 ４ページをお開きください。 

 １、歳入。 

 ２款国庫支出金２項国庫補助金４目事業費補助金は新設科目となっております。１節

事業費補助金、システム改修事業補助金５５万９,０００円であります。これにつきまし

ては、６月補正でシステム改修費７８万４,０００円を計上し、全額一般会計繰入金を充

当していたところでありますが、定額ではありますが、国庫補助の対象となりましたの

で、今回計上するものであります。５５万９,０００円であります。 

 ６款繰入金１項他会計繰入金１目一般会計繰入金２節事務費繰入金、事務費分５５万

９,０００円の減額につきましては、今、説明しました国庫補助分が計上されましたの

で、一般会計繰入金から減額するというものであります。 

 ７款繰越金１項繰越金１目繰越金１節前年度繰越金１,４９０万５,０００円につきま

しては、平成３０年度の介護給付費等の精算に伴いまして、今回全額を計上するという

ものであります。 
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 以上で、議案第５４号から議案第５８号までの説明を終わらせていただきます。以

後、御質問によってお答えしてまいりますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げ

ます。 

 以上であります。 

○議長（本田 学君） これから、議案第５４号令和元年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）、第１条歳入歳出予算の補正のうち、歳出の逐条質疑を行います。 

 事項別明細書は１２ページからを参照してください。 

 １款議会費、１２ページから、２款総務費、１６ページ上段まで。 

 ７番渡辺議員。 

○７番（渡辺三義君） １４ページの２款総務費５目財産管理費１５節工事請負費の住

宅建設３,１９９万９,０００円について、二、三点ほどお伺いいたします。 

 まず、建物自体の坪単価、これはどのぐらいになっているのか、また、これが民間単

価ベースで考えたらどのような感じなのか。 

 それと、この平面図、議案説明書に載っておりますが、これはあくまでも設計屋にそ

のまま依頼したものなのか、また、こちらの要望を含めた形で平面図が作成されている

のか。 

 それともう一つ、建物のほかの外構工事、カーポート以外はどのような形になってい

るのか、この点についてちょっとお伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） ただいまの御質問についてお答えしたいと思います。 

 まず、坪単価なのですけれども、設計段階での坪単価は約９６万６,０００円になりま

す。 

 平面図の内容でありますが、これは、一定程度歯科医師の要望を伺いまして、それ

と、現在の歯科診療所の住居部分の面積を、それを上限としまして、その範囲内で設計

を組んでおります。 

 それから、外構につきましては、カーポートのほかに、説明資料をごらんいただきた

いと思いますけれども、１４－１をごらんください。下のところに配置図があると思う

のですが、その左側に細長く、入り口になるのですけれども、取りつけ道路になってい

るのですけれども、ここは、実は私有地のところなのですけれども、所有者、地権者と

協議しまして、了解をいただきまして、ここを通路とさせていただくことになったので

すが、現況がちょっと狭いものですから、建設地のほうに若干拡幅するというのが外構

工事の中に含まれております。実は、配置図の上のところが町道共栄４号線となってい

るのですけれども、その道路と建設予定地の敷地が１メートルちょっとぐらい段差があ

ります。若干登っていくような取りつけ道路になっておりますので、そこを若干拡幅し

て入りやすくするというのが外構工事の中に含まれております。 

 以上でございます。 
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○議長（本田 学君） ほかに。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、１４ページ、２款総務費１項総務管理費７目企画費

１９節負担金補助及び交付金で、官民連携組織設立事業に５０万円、これは、１２月に

設立登記される新たな法人に補助されるものだろうと思うのですが、その際、この補助

金、わずか５０万円でありますが、この補助の申請に当たって、使途というか中身の説

明を町側のほうに出されているのか、お伺いいたします。 

 それから、２４節の投資及び出資金５００万円、先ほど副町長の説明で、全体を１,０

００万円未満にするために一般出資との差額で、４００万円台に下がるということであ

りましたが、お金に色はないのですが、これの原資となるのは、現在の株式会社陸別町

振興公社の株券、これの売却が充てられると、そのように理解していいのか、お伺いい

たします。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） まず、補助金のほうでありますけれども、補助金の受

け皿としましては、陸別町官民連携組織設立準備会というものを立ち上げております。

これは、協議会とはまた別の組織の位置づけでありまして、この準備会で新たな組織に

ついていろいろ事前に検討しているわけでございますけれども、ここの会が受け皿とな

りまして、新たな組織の設立のために係る経費について補助をするというような中身で

ございまして、内容につきましては、法人設立のための費用ということで、定款の認証

ですとか、登記、その他司法書士等に依頼した際の経費その他を見込んで、おおむね５

０万円ということで見込んでおります。 

 それと出資金の５００万円の原資でございますけれども、陸別町振興公社の解散につ

きましては、来年度の株主総会以降というふうになるかと思いますので、今回の５００

万円というのは、それに見合うような分という位置づけでありまして、直接財源になる

ということでは今のところございません。 

○議長（本田 学君） １番中村議員。 

○１番（中村佳代子君） 同じく７目企画費の出資金の５００万円についてですけれど

も、１,０００万円の株式会社にするのに、５００万円未満で出資するということですけ

れども、回覧板には、事業主が３００万円程度の出資を求むということであったのです

けれども、それで、あと２００万円はめどがついたので３００万円ということで回覧に

回したのでしょうか。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） 当初、町とそのほか団体で、町が約５００万円程度、

それ以外の民間の団体と事業者で５００万円ということで、その中で、法人事業者です

とか個人事業者の方に大体３００万円ぐらいということで想定はしていたのですけれど

も、実際、回覧が終わって取りまとめたところ５０５万円、これは当初予定していた団
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体も含めてになるのですが、ということになりましたので、町の分は５００万円を切る

ような形で、今、準備会の中で検討中であります。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） さきの議員とダブる面もあろうかと思うのですけれども、１４

ページの１９節の官民連携事業及び出資金の関係なのですけれども、その前に、追加資

料で見て、それから何日たったか記憶がないのですけれども、町民全体で回覧で、新た

な法人設置に向けての出資者の募集という募集広告がある。その文面も私、今見ている

のですけれども、その中で、第１点目として、基本スキームの中に、これはどうなのか

なと思う面と。募集の文章で、各事業団体がありますね、振興公社にしても観光協会に

しても、青年部と。しかし、個人で浜田旅館とあるのは、オーロラハウスの委託事業と

か、そういうものも今回この官民に入るのかなと思う面もあるのですけれども、このス

キーム表を見ると、そういうのはないのですけれども、そういう個人というか、事業者

が入るのは、どういう考えで協議会に参加していたのか、その辺についてちょっとお伺

いしたいと思います。 

 それと、先ほどの議員と同じような質問なるかもしれませんけれども、５００万円町

が出資して、募集には３００万円、いわゆるこういう株式会社については、出資金額に

よって、どちらが主導権を握るかということだと思うのです。そういった意味でいく

と、ナンバー１５の資料によると、５０５万円集まったとなれば、全体的、個人事業者

が町の出資を上回る中で、主導権はどういうふうに今後動いていくのかなと思う面もあ

ります。 

 それからもう１点、この点に関しては、マックス２０万円というふうに募集をかけて

いたのですけれども、３６法人なのですけれども、２０万円を超えない事業者がいるの

か、それが３６法人集まったのか、これによって７２０万円ぐらいになると思うのです

けれども、そういうことがあるのかどうか、個人の出資の多い人がどのぐらいで、少な

い人がどのぐらいで３６になるのか、その辺の説明をしてほしいと思います。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） 協議会の中に、例えば浜田旅館ですとか商工会青年部

が入っているのは、陸別町の観光事業等も含めて全体で協議するということで、協議会

の構成員に入っていただいているという経過がございます。 

 それと、出資の関係でありますが、それぞれ個々の出資見込額については、今ちょっ

とここでは申し上げることはできないのですけれども、それぞれ募集した部分について

は２０万円以下というふうになっております。 

 それと、株の比率、町が５０を超えるか超えないかというところになるのであります

けれども、これについては、準備会の中でも検討しておりまして、基本的には民間が５

０％以上になるようにということで、その分、町の出資は少なくなるというような方向

で検討、協議中でございます。 
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 以上です。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） １点目の話で、いわゆるオーロラハウスの運営についてという

か、今、委託事業でやられているわけですけれども、それとの兼ね合いがあるのかとい

うことで質問したのですけれども、その辺についてお答え、もう一度お願いします。 

 それから、今、協議会で話されて、準備会はこれからだということなのですけれど

も、役員体制なんかについてはどのように準備されておられるのですか、この会社の。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） オーロラハウスの運営ということでは直接は絡んでお

りませんけれども、旅館業ということもありまして、入っていただいている経過でござ

います。 

 それと、役員体制については、今後この後、準備会以降、発起人会を開催していくこ

とになるかと思いますけれども、その中で協議されていく事項になるかと思います。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） よろしいですか。ほかに。 

 ２番三輪議員。 

○２番（三輪隼平君） ２款総務費１項総務管理費の２目文書広報費７節の賃金の部分

ですが、町内の運送業者が現在不在ということでの臨時事務職員の賃金というふうに補

正がありまして、今お話を聞くと、大手の業者との交渉で、難しいという判断をいただ

いているみたいですが、今後も大手運送業者との協議を進めていくのか、今後も職員の

対応として、もうちょっと続くというめどが立っていない状況なのか、お聞かせくださ

い。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） 今、現時点では大手業者、いわゆる宅配業者は、非常に受

けてもらえない状況にあります。というのは、月に広報紙と回覧とかを発行して、回っ

ていただく回数が限られておりますので、非常にそういった面で経営上受けてもらえな

い状況が今後も続くと考えております。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ２番三輪議員。 

○２番（三輪隼平君） その場合、大手が話を受けるというのが難しい状況が続くとい

うことで、町内の中から運送業をされる方を望むというか、それを期待して、庁内で職

員の対応として継続するということは、今後、それはされないということでよろしいの

でしょうか。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） 職員といいましても臨時職員で、短期の臨時職員で対応す

る考え方であります。 
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○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、３款民生費、１６ページ中段から４款衛生費、２０ペー

ジ上段まで。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、６款農林水産業費、２０ページ中段から８款土木費、２

３ページ上段まで。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、９款消防費、２３ページ中段から１０款教育費、２５

ページまで。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 次に、歳出全般について行います。ただし、款を区切っての質

疑は終わりましたので、他の款との関連あるもののみとします。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 以上で、歳出についての質疑を終わります。 

 次に、歳入全般について質疑を行います。 

 歳入の事項別明細書は、７ページから１１ページまでを参照してください。 

 ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） ９ページの財産売払収入の関係でちょっとお聞きしたいのです

けれども、説明資料を見て、２カ所というか、全体的には５カ所なのですけれども、２

カ所なのですけれども、実際上、売り払いをした面積等が、さきの渡された資料で、平

米だというふうに聞いたのですけれども、実質的に町の周りに土地、全体的にというの

か、もともとあった土地が、このように高規格道路が通ることによって分割するという

ふうに理解するわけなのですけれども、残った土地はどれくらいの面積なのかというこ

とを、クンネベツの部分とトマムの部分と区切って、わかれば教えていただきたい。結

局、クンネベツは１,１００平米ですよね。全体的に何平米あって、そのうちの１,００

０平米なのか、それからトマムの場合は、８,９６０ですか、約９,０００平米売り払い

するということなのですけれども、全体的に何ぼの土地があったのかということを説明

していただきます。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） 資料の１３をお開きいただきたいと思います。 

 資料の１３で、個別に面積をお知らせしたいと思います。 

 一番上から申します。１７６－１というのがあるのですけれども、これが全体面積が

２万７,７６６平米でした。そのうち、この場合ですと１,０６８.６２平米を売り払う

と。その下の段、２４９平米、もとの面積です。トマムのほうに移りますが、トマムの

一番最初の２－９７というのが、もとは１万１,９８１平米でした。それから２段目が
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２,５０２平米、３段目が２,０７５平米です。差し引きにつきましては省略させていた

だきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） こういうふうに、簡単に言えば２,７００平米のうち、例えばク

ンネベツ、２万７,０００平米ですか、約３ヘクタールぐらいある中で１,０００平米な

のですけれども、基本的には、土地というのは、都合のいいように売る考えでいけば、

その部分だけですけれども、ここの間に、２万平米のうち１,０００平米欲しいというの

は、分断されると思うのです、土地が。その分断された土地を今後どのように、単なる

町有地として保持していくのか、何か使い道があるのか。こうやって分断されると、使

い道も大変難しくなると思うのですけれども、各土地について、今後どのようにこれを

温存しておくというのか、使用目的とか、そういうことを含めて、この土地については

どのような今後の方針を持っているのか伺いたいと思いますけれども。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） これらの土地につきましては、それぞれ地目は、山林とか

牧場ですとか、今回売り払う中には、用悪水路というところもあるのですが、今のとこ

ろ現状のままで、特に何かする計画があるというわけではございません。 

○議長（本田 学君） ４番谷議員。 

○４番（谷 郁司君） 一つずつ聞けばいいのですけれども、山林となれば、どういう

林層なんかで保持されているのですか。 

○議長（本田 学君） 芳賀総務課長。 

○総務課長（芳賀 均君） 詳細の樹種までは把握していないのですが、一番最初に説

明したクンネベツ１７６につきましては、非常に土地の形状が特殊でありまして、一つ

の大きな塊の土地ではなくて、大きな土地の周りを細長く囲ったような土地になってお

ります。そのうちの一部が、今回、高規格道路のところにかかったということでありま

すので、その土地自体を何かに活用するというのは、今のところ計画はございません。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 以上で、歳入についての質疑を終わります。 

 次に、第２条、地方債補正について質疑を行います。 

 ６ページを参照してください。ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 最後に、歳入歳出全般について質疑を行います。 

 ただし、歳入歳出双方に関連あるものに限定します。 

 ３番久保議員。 

○３番（久保広幸君） それでは、今定例会で基金条例が提案されて、議決されており
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ます森林環境譲与税につきまして、議案書の７ページの歳入で、２款の地方譲与税で１,

２５９万８,０００円、これを受けて、１４ページの歳出の２款総務費で、森林環境譲与

税基金積立金として全額を積み立てると。 

 そして、そのうち３９万円については、１０ページでありますが、１８款で繰り入れ

て、その後、取り崩して繰り入れて、２２ページの６款農林水産業費の１９節負担金補

助及び交付金で、未来につなぐ森づくり推進事業及び林業担い手対策推進事業補助金、

これに充てるということでありました。 

 そこで、お伺いいたしますが、この二つの事業ともに当初予算に計上されております

ので、今回の補正は、事業の上乗せということになるわけでありますが、これは北海道

水産林務部は、この森林環境譲与税の導入に当たって示しております、既存の施策の予

算に充当するのではなくて、新規の施策あるいは事業量を確実に増加させる施策に充て

ることと、そういうふうにしておりますが、これに沿ったものと理解しておりますが、

今後も、来年度以降もこのような考えで予算の組み立てをしていくのかということであ

ります。これがまず１点目であります。 

 もう１点、これは、今回の補正で、歳入歳出とも補正をしておりませんが、バイオマ

スプラント整備に係る畜産・酪農収益力強化整備事業補助金についてであります。これ

は、６月定例会において、北海道の支出金及び歳出のほうの農林水産業費に、それぞれ

６,８８７万５,０００円が計上されていたわけであります。その後、７月１２日の議員

協議会において、少なくともこの補助事業が採択にならないと、そのような報告を受け

たわけでありますが、予算の措置は最終補正まで残しておくのかということでありま

す。 

 以上２点、お伺いいたします。 

○議長（本田 学君） 副島産業振興課長。 

○産業振興課長（副島俊樹君） まず、最初の森林環境譲与税の関係でありますけれど

も、今回、補正で出している部分については、未来につなぐ森づくりについては、環境

譲与税の該当にはしておりません。今までと同様の事業で、今回、副町長からも説明い

たしましたように、野ネズミ被害地の造林が追加になったことでの増というふうになっ

ております。 

 今回、森林環境譲与税の該当にしているところでは、２１ページの林業振興費の役務

費、通信運搬費の４万円と林業担い手対策推進事業１９節の３５万円の計３９万円とい

うことで、林業担い手対策推進事業といいますのは、同じような担い手対策事業、担い

手と入る事業がありますけれども、これは全く新しい事業でありまして、副町長からの

説明もあったように、林業就業者の技術研修に係る費用の補助ということで、今回新た

に見ているものでございます。 

 今後も国ですとか道の指摘どおり、今までの財源の上乗せといいますか、組み替えて

使うということは今のところ想定はしておりません。 
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 以上です。 

○議長（本田 学君） 早坂副町長。 

○副町長（早坂政志君） ２点目のバイオガスプラントの関係でございますが、こちら

につきましては、議員協議会で説明をしてきたところですけれども、まだ方向性を決め

てからの補正というふうに考えておりましたので、今の段位では、このまま残させてい

ただいております。方向性がはっきりしたところで、次の議会で減額等の補正について

検討していきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（本田 学君） ほかに。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから、討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

○議長（本田 学君） これから、議案第５４号令和元年度陸別町一般会計補正予算

（第５号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５４号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５５号令和元年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第２号）の質疑を行います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

 事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５５号令和元年度陸別町国民健康保険直営診療施設勘定特別会計補

正予算（第２号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 
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 したがって、議案第５５号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５６号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

の質疑を行います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

 事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５６号令和元年度陸別町簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）

を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５６号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５７号令和元年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）の質疑を行います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 

 事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５７号令和元年度陸別町公共下水道事業特別会計補正予算（第１

号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５７号は、原案のとおり可決されました。 

 これから、議案第５８号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）の質疑を行います。 

 第１条、歳入歳出予算の補正全般について行います。 
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 事項別明細書は、４ページから５ページまでを参照してください。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 討論なしと認め、これで終わります。 

 これから、議案第５８号令和元年度陸別町介護保険事業勘定特別会計補正予算（第２

号）を採決します。 

 お諮りします。 

 本案は、原案のとおり決定することに御異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（本田 学君） 異議なしと認めます。 

 したがって、議案第５８号は、原案のとおり可決されました。 

─────────────────────────────────── 

◎散会宣告 

──────────────────────────────────── 

○議長（本田 学君） 以上で、本日の日程は全て終了しました。 

 本日は、これにて散会します。 

散会 午後 ３時００分   
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 以上、地方自治法第１２３条第２項の規定により署名する。 
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